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田

中

正

義

今
日
、

わ
れ
わ
れ
は
、

ヴ
ィ
ル

己
己
と
タ
ウ
ン
シ
プ
円
。
巧
ロ
由
民
日
)
と
い
う
二
つ
の
語
一
を
、
宛
か
も
同
意
語
で
あ
る
か
の
よ
う

ι慣
用

し
て
い
る
。
然
し
、
中
世
羅
旬
に
於
て
は
、
空
間
的
に
間
限
定
さ
れ
た
地
体
の
特
定
部
分
を
意
味
す
る
ウ
ィ
ラ
せ
た
た
と
、
そ
こ
に
お
け
る

住
民
の
宥
機
的
な
組
織
体
を
意
味
す
る
ウ
ィ
ラ

i
タ
世
良
公
営
と
は
、
概
し
て
毅
然
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
た
。
以
下
、
本
稿
に
於
て
、

直
接
考
察
の
対
象
と
な
さ
ん
と
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
比
の
後
者
の
ウ
ィ
ラ

l
タ
と
し
て
の
「
ヴ
ィ
ル
の
共
同
体
」

(
S
3
H
3
5
N
H
E
又
守
〉

で
あ
っ
て
、

い
ま
斯
か
る
ヴ
ィ
ル
共
同
体
と
マ
ナ
喜
志
ミ
泣
き
と
の
関
係
を
ノ
ル
マ
ン
朝
成
立
期
に
遡
っ
て
マ
ナ
(
若
し
く
は
之
に
準
ず

と
り
わ
け
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
口
の
根
幹
を
構
成
せ
る
ヴ
ィ
レ
ン

*
 

丘
町
営
一
ミ
階
層
に
依
る
所
の
ブ
ァ
ア
ム
な
る
事
象
の
分
析
を
通
じ
て
解
明
せ
ん
と
す
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
窮
極
の
目
的
で
あ
る
。

る
ホ
ウ
ル
デ
ィ
ン
グ

H
S
S
S
S
Hむき〉

の
フ
ァ
ア
ム

-
h
3云
余

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

*
本
稿
は
、
さ
き
に
筆
者
が
本
誌
上
に
発
表
せ
る
「
虫
、
ョ
ミ
止
考
」
門
司
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
四
巻
第
二
号
(
昭
和
三
十
五
年
十
月
〉
】
を
基
礎
a

前
提
と
し
て
か
か
れ
た
、
謂
わ
ば
そ
の
続
篇
を
な
す
べ
さ
も
の
で
あ
る
が
、
夫
れ
は
ま
た
一
部
前
橋
を
補
完
せ
ん
と
す
る
意
図
を
も
有
し
て
い
る
。
な
お

筆
者
は
、
本
稿
の
成
稿
に
あ
た
っ
て
、
問
。
宮
ユ

ω
・
国
ミ
?
=
忠
良
B
D
h

円

Z
Z
8
2
B
a
n
c
B
g
z
g

え々
H
Z
5戸
山
口
口

0
5日
白
血
喜
四

g
F
=

九

w
bぬ
円

sm官
界
〈
o--
同
凶
同

(
H
8
3
・
ZG・M-HUHYE叶
lH自
由
よ
り
多
大
の
啓
発
と
示
唆
と
を
享
け
た
る
こ
と
を
、
弦
に
今
は
亡
き
ホ
イ
ト
教
授
へ
の
感
謝
の

念
を
寵
め
て
特
記
せ
ん
と
欲
す
る
者
で
あ
る
。

I 

一
O
八
六
年
の
「
ウ
イ
ン
チ
ス
グ
の
書
」

Q
3ミ
号
司
S
H
3
3
)
|
|
「
征
膿
王
」
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
命
に
依
り
「
ノ
ル
マ
ン
征

。
門
田
口
吋
4
4
0
U刊
〉

服
」
(
一

O
六
六
)
後
の
一

Q
八
五
|
八
六
年
に
施
行
さ
れ
た
、
当
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ほ
ぼ
全
国
的
規
模
の
査
問
或
い
は
調
査

Q
2
5己

(

1

)

 

の
結
実
た
る
第
十
二
世
紀
以
降
謂
っ
と
こ
ろ
の
己
巴
さ

S
E
.
3
0
B
o
aミ
∞
g
w
)
|
|の
、
第
一
巻
サ
リ

∞
己
吋
円
。
一
『

州
プ
ラ
グ
ヒ
イ
ス
回

m
n
w
v
g
p
郡
ガ
ム
シ
ャ
ル
の
0
5岳
山
口
村
に
関
す
る
記
事
中
に
は
、

そ
こ
に
次
の
如
き
一
節
が
見
出
さ
れ
る
。

「
王
ハ
ウ
ィ
リ
ア
ム
)
は
ガ
ム
シ
ャ
ル
を
直
領
地
と
し
て
領
有
す
。

ゲ

ル

ド

り
。
当
時
そ
は
〔
地
租
賦
課
上
〕
ニ

O
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
れ
た
る
が
、
ム
7

や
何
物
を
も
負
担
せ
ず
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
二
十
組

の
〔
牡
牛
八
頭
に
依
っ
て
編
成
さ
る
る
〕
和
平
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。

門
嘗
て
前
王
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
〕

ヘ
ラ
ル
ド
伯
、
そ
を
領
有
せ

〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
領
主
直
営
耕
地
に
は
一
一
組

ダ
ア
と
〔
あ
り
〕
。
〔
此
の
荘
に
は
〕
其
処
に
六
人
の
奴
隷
存
す
、
ま
た
四
拾
片
の
〔

E
D
m
E
b
収
益
を
挙
ぐ
る
〕

ヨ
モ

γ
ズ

ま
た
三
ユ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
〔
あ
り
〕
。

〔
の
翠
隊
〕
あ
り
、
而
し
て
〔
農
民
保
有
耕
地
に
は
〕
十
八
組
の
和
平
隊
と
共
に
〔
保
有
農
と
し
て
〕
三
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
八
人
の
ボ
オ

デ
イ
ミ
イ

y

一
つ
の
〔
直
営
地
と
し

て
の
〕
粉
磁
場
、

〔
な
ほ
〕

〔
放
牧
料
〕
一
二
十
匹
の
豚
〔
に
相
当
す
る
数
の

献
と
も
を
放
ち
飼
ふ
〕

に
ふ
さ
は
し
き

円
共
同
地
な
ら
ざ
る
直
宮
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
〕
。

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
夫
れ
(
此
の
荘
)



の
ち
(
「
征
服
」
時
)
に
は
拾
跨
。
今
や
(
一
-
調
査
」
時
に
於
て
は
)
弐
拾
鶴
〔
に
価

ひ
す
〕
、
而
も
夫
れ
は
参
拾
磁
を
納
む
。
此
の
村
の
ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
は
州
奉
行
の
〔
管
掌
す
る
〕

は
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
拾
五
鴎
に
価
ひ
せ
し
が
、

一
切
の
事
柄
よ
り
免
れ
居
れ
り
。

((HNOM
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ロ
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HHH口
問
円
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此
の
同
g
y
ω
5∞
2
・
E
同
包
宮
町
円
円
O
w
g品
目
E
5
4弓
吉
田
巴
吋
0・
UC門的
O
F
ω
0
5
0
3
0
F
U白
4
0
p
n
o円
E
E
-
-
の
諸
州
と
共
に
「
征

叩
淑
」
前
ウ
ェ
シ
グ
ス
宅
。

ga伯
領
を
形
成
せ
る
サ
リ
州
に
関
す
る
「
ブ
グ
」
の
記
述
の
一
節
は
、
曽
て
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
依
り
、
ノ
ル

マ
ン
朝
成
立
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
少
く
と
も
一
部
の
王
領
が
、
屡
々
魚

5
2
0
5て
な
財
政
目
司
法
"
治
安
組
織
の
「
埼
外
に
存
し
た

(
3
)
 

色。。
(
H
2
2
E
o」
事
実
を
立
証
す
る
一
所
の
史
料
の
一
つ
と
し
て
一
部
援
用
せ
ら
れ
、
次
い
で
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

I
ド
フ
に
於
て
も
そ
の
一
部

が
、
当
時
王
領
が
本
来
ゲ
ル
ド

問。戸

(
H
デ
イ
ン
ゲ
ル
ド
ロ
ωロ
om色
白
)
そ
の
他
シ
エ
リ
フ

S
.
R
g
3
3
3
rユ
コ
に
依
っ
て
徴
せ
ら
る

(

4

)

 

と
す
る
彼
の
主
張
の
典
拠
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

る
一
般
の
諸
税
か
ら
の
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
三
き
さ
H
S
L
a
g記
長
吋
を
有
し
た
、

然
し
乍
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
果
し
て
、

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
ま
た
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

l
ド
フ
の
ご
と
く
に
、
右
の
一
節
を
以
て
、
凡
そ
当
時
の
王

領
荘
園

(
3
3日
5
8
0門
叩
)
の
有
せ
る
特
権
|
|
シ
エ
リ
フ
の
裁
判
管
轄
権
乃
至
徴
税
権
か
ら
の
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
表
わ
す
所
の
陳
述
と

看
倣
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
点
を
明
ら
か
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
以
下
、
姑
ら
く
、
同
じ
サ
リ
州
内
に
在
る
他
の
王
領
荘
園
に
関

す
る
「
ブ
グ
」
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

領
主
的
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四

当
時
、
此
の
サ
リ
州
に
は
前
記
プ
ラ
グ
ヒ
イ
ス
以
外
に
、
明
瞭
に
其
の
存
在
の
識
別
せ
ら
れ
る
郡
包
ロ
包
括

3
と
し
て
は
、

な
お
、

切ユ
M

内門

o
p
n。
宮
町
。
円
D
P
何
回
口
ぬ
町
田
H
H
H
w

巴
日
耳
目
広
岡
0

・
c
o
E
-
s
E伊
の

OQZu--E口問的円
o
p
H凶作目四回
F
寸出口
σユ
(
日
間
ク
巧
回
日
ロ
ロ
四
円

o
p

〈

5
U

巧
岳
山
口
問
・
当
0
2
0
ロ
の
十
三
郡
が
あ
っ
た
が
、
以
上
の
十
三
郡
中
い
ま
「
ブ
ク
」
の
記
載
す
る
王
領
(
ロ
ミ
Q

同
町
恩
師
〉
の
存
し
た
の
は
、

「
ブ
ク
」
の
記
載
順
に
、
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
・
ブ
リ
ク
ス
タ
ン
・
ウ
ォ
リ
ン
グ
タ
ン
・
ラ
イ
ギ
ト
・
キ
ン
グ
ス
グ
ン
・
コ
プ
ソ
オ
ン
・
プ
ラ

ク
ヒ
イ
ス
・
ウ
ォ
ト
ゥ
ン
・
ゴ
ド
ゥ
ル
ミ
ン
グ
・
エ
ル
ム
ブ
リ
デ
の
十
郡
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
郡
の
ギ
ル
フ
ォ
ド

。門戸内

OEw
プ
リ
ク
ス
タ
ン
郡
の
サ
ウ
ス
ウ
ォ
ク

ω。
己
『
巧
号
付
の
二
つ
の
城
市

(
g
g口
幸
〉
、

そ
の
他
エ
ル
ム
ブ
リ
ヂ
郡
の
一
ヴ
ァ
ア
ギ

ト
の
ご
と
き
小
地
片
は
之
を
除
け
ば
、

い
ま
王
領
荘
園
と
看
倣
さ
れ
得
る
の
は
、
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
郡
の
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
村
お
よ
び
ス
ト
ウ

ク

ω
Z
E
村
、
ブ
リ
ク
ス
タ
ン
郡
の
バ
ア
マ
ン
ヂ
イ
∞
司
B
g
a田
喜
村
、

ウ
ォ
リ
ン
グ
タ
ン
郡
の
ウ
ォ
リ
ン
グ
タ
ン
村
、

ラ
イ
ギ
ト

郡
の
ラ
イ
ギ
ト
村
、

キ
ン
グ
ス
タ
ン
郡
の
キ
ン
グ
ス
タ
ン
村
、

コ
プ
ソ
オ
ン
郡
の
ユ
エ
ル

開
」
司
叩
ロ
村
お
よ
び
フ
ェ
チ
ャ
ム

pu門口町
P
B

村
、
プ
ラ
グ
ヒ
イ
ス
郡
の
前
記
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
お
よ
び
シ
ア

ω
Z
5
村、

ウ
ォ
ト
ゥ
ン
郡
の
ド
オ
キ
ン
グ
ロ
o
岳
山
口
ぬ
村
、
ゴ
ド
ゥ
ル
ミ

ン
グ
郡
の
ゴ
ド
ゥ
ル
ミ
ン
グ
村
、

の
以
上
十
二
箇
の
マ
ナ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、

ま
ず
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ウ
ク
・
パ
ア
マ
ン

デ
イ
の
三
ケ
村
に
つ
い
て
、

「
ブ
ク
」
の
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

い
ま
次
の
如
く
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

給
付
地
と
し
て
あ
り
き
。
当
時
、

「
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
を
直
領
地
と
し
て
領
有
す
。

ゲ

ル

ド

そ
は
〔
地
租
賦
課
上
〕

ア

ア

ム

そ
は
〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
〕
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
へ
の
食
物
地
代

一
五
ハ
イ
ド
半
と
評
価
せ
ら
れ
た
り
。

〔
但
〕
夫
れ
(
右
の
一
五
ハ
イ
ド
半
の

主
地
)
は
絶
え
て
ゲ
ル
ド
を
支
払
ひ
し
こ
と
な
し
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
六
組
の
翠
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。

〔
現
在
「
調

査
」
時
に
於
て
〕
領
主
直
営
耕
地
に
は
一
組
〔
の
翠
隊
あ
り
〕
、
市
し
て
〔
農
民
保
有
耕
地
に
は
〕

二
十
組
の
翠
隊
と
共
に

〔
保
有
農
と

し
て
〕
三
十
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
九
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
〔
あ
り
〕
。
〔
此
の
荘
に
は
〕
其
処
に
一
宇
の
教
会
あ
り
。
オ
ズ
パ
ア
ン
な
る
者
そ



を
領
有
す
、
又
其
処
に
拾
壱
志
四
片
の
〔
σ自
己
志
収
益
を
挙
ぐ
る
〕

一
つ
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
粉
穣
場
あ
り
。
其
処
に
三
二
エ
イ

カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
あ
り
。
〔
放
牧
料
〕
百
三
十
三
匹
の
豚

〔
に
相
当
す
る
数
の
豚
ど
も
を
放
ち
飼
ふ
〕

に
ふ
さ
は
し
き

〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
〕
。

此
の
土
地
に
就
い
て
は
、

オ
ゼ
レ
の
息
子
ウ
ォ
オ
ル
タ
な
る
も
の
其
の
三
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
を
領
有

す
。
或
る
林
務
官
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
此
の
〔
土
地
〕
を
領
有
し
、

そ
は
当
時
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
に
依
っ
て
此
の
荘
〔
の
管
理
〕
外
に

置
か
れ
ゐ
た
り
き
。
其
処
に
今
日
何
物
も
な
し
。

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
、

又
其
後
(
「
征
服
」
時
)
に
、
夫
れ
(
此
の
荘
)
は
〔
其
の

土
地
所
得
上
〕
〔
硬
貨
の
〕
数
に
よ
り
て

(
i名
目
価
値
に
よ
り
て
)
拾
五
時
に
価
ひ
せ
り
。
今
や
(
「
調
査
」
時
に
は
)
重
量
に
よ
り
て

v
a

，フ

(
|
磨
滅
せ
る
硬
貨
を
鋸
解
・
秤
量
す
る
こ
と
に
よ
り
て
)
拾
五
務
〔
に
価
ひ
し
〕
、
州
奉
行
に
対
し
て
弐
拾
五
志
〔
を
納
む
〕
。
(
(
同
局

t
J
1

山口

orHMZ回一行
ODO付
目
白
色
。
同
岡
山
口
一
。

d
q
。
口
町
山
口
問
。
∞
-

ロ
白
出

H
E
m
-何冊目川町田

HW仏
当
回
同
・
色
町
内
ロ
ロ
・
寸
ロ
ロ
口

m
o
a民
自
白
血
昨
日
}
吋

O
M
4
Z己
目
。
仲

門出

B
E
g
-
Zロ
ロ
門
古
川
凶
旨
ぬ

OHaMER-
吋
ぬ
円

3

2
門

己

3
2
2由・

HD
。。

B
E
E
S
H
C
5・
2
u内
u
a自
己
山
口
百
円
。
円
山
凶

σ。
丘
ミ
ロ

g
s

M内凶

g
E
n
F
H
Z
8
2
Z回目白・

0
与
Z
D
g
g
p
o
f
z
g日
目

5
0
-
E
5
含

比

問
。
ロ

a
Z
2
自
由
辛
口
町
三
目
的

-
H
E
M
M
M内
口
出
口
吋

mm

HV円
mH円山・

ωロ
ロ

m
a
o
n
M
M
M門
戸
山
由
旬
。
門
口
日
目
・

宮

町

宮

窓

口

ω
窓
口
忠
巧
即
日
円
三

5
2
5
0
F
O民
日

i
品
包
回
目
・

国
山
口
口
告
広
田

B
向。吋

ga

g
円
E
回
窓
口
巳

HHOBHVOBH凶
⑦
四
日
目
開
仏
当

2
2・
2
z
p
n
同
口
同
門
司

O目
立
山
由
民

5
8
8
0
2
c
g
]
U四
円
問
。
伺
巾

B
H凶
(HHE丘
己

5
・

H
E
B
O仏
O

巳

nF口
叩

mH・
4
0
5
-
5
8
H川
町
四
日
目
何
色

4
4
2
a
r
Z
H
)
O
m
f
c
m
-
c
R
u
q
ロ
ぴ
吋
山
田
包
ロ
ロ

8
2
z
g・
富
。
。
。

-
M
4
ロ
ヴ

E
∞
注
目
河
口
出
口

5
・
OH

ハ
6
U

C日

2
8
s
s・
Mnug
由

O
H
S
S・))」

「
玉
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
)
は
ス
ト
ウ
ク
を
直
領
地
と
し
て
領
有
す
。
そ
は
〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
〕

ゲ

ル

y

給
付
地
と
し
て
あ
り
き
。
当
時
そ
は
〔
地
租
賦
課
上
〕

ア

ア

ム

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
へ
の
食
物
地
代

一
七
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
れ
た
り
。

〔
但
〕
夫
れ
(
右
の
一
七
ハ
イ
ド
の
土
地
)

は
絶
え
て
ゲ
ル
ド
を
支
払
ひ
し
こ
と
な
し
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
十
六
組
の
翠
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。

〔
現
在
「
調
査
」

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

五



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

ーノ、、

時
に
於
て
〕
領
主
直
営
耕
地
に
は
二
組
の
竿
隊
あ
り
、
而
し
て
〔
農
民
保
有
耕
地
に
は
〕
二
十
組
の
翠
隊
と
共
に
〔
保
有
農
と
し
て
〕
二

十
四
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
十
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
〔
あ
り
〕
。

〔
比
の
荘
に
は
〕
其
処
に
、

教
会
に
対
す
る
喜
捨
と
し
て
の
半
ハ
イ
ド

〔
の
土

地
〕
と
共
に
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
な
る
者
の
王
よ
り
許
さ
れ
て
領
有
す
る
所
の
一
宇
の
教
会
存
す
。

〔
此
の
荘
に
は
又
〕
其
処
に
五
人
の
奴
隷

存
す
、
而
し
て
〔
合
計
〕
弐
拾
五
志
の
〔
σ白
5
5
b
収
益
を
挙
ぐ
る
〕
ニ
箇
所
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
粉
醸
場
あ
り
、
更
に
一
六
エ
イ

カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
〔
あ
り
〕
。

〔
な
ほ
〕

〔
放
牧
料
〕
四
十
匹
の
豚
〔
に
相
当
す
る
数
の
豚
ど
も
を
放
ち
飼
ふ
〕
に
ふ
さ

は
し
き
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
て
〕
、

そ
は
王
の
猟
圏
内
に
在
り
。

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
の
時
代
に
、

又
其
後
(
「
征
服
」
時
)

に
、
夫
れ
(
此
の
荘
)
は
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
拾
弐
礁
に
価
ひ
せ
り
。
今
や
(
「
調
査
」
時
に
は
)
〔
名
目
価
値
に
よ
り
て
?
〕
拾
玉
務

〔
に
価
ひ
す
〕
。
而
も
そ
を
保
有
す
る
彼
は
、
重
量
に
よ
り
て

払
ふ
。
州
奉
行
は
〔
此
の
荘
よ
り
〕
弐
拾
玉
志
を
収
む
。
(
(
河
O
M
g
p
oニ
ロ
己
0
5山口問。

ω
g
n
F
F
u
o
m同旨何回開。回目的回出門
Z
R
a
p
p・

(
ー
磨
減
せ
る
硬
貨
を
蕗
解
・
秤
量
す
る
こ
と
に
よ
り
て
)

拾
五
時
間
を
支

吋
ロ
ロ
口
由
。
。
叩
同
叩
ロ
門
回
目
仲
買
O
M門司ロ

F
E
U
-
z
-
n
E
-
m
m
E田
口
比
・
吋
叩
円
円
。
。
印
件
以
己

B
E
n
z
-
-ロ〈
HOHHM宮山
O
田
口
口
同
門
HZお

8
2
Q
P
2

MG円-
E
E
-
-同巳

2
M
g
a
m
w片山山内ロ
B
U
R
B
E
n
u
-
-
E
8
2
-
g
S
門
出
口
開
。
司
自
己
5
5
Z
E
H
円H
0
5問。

2
自
己
B
E
S
E
E
古

O
H
O
B
S
F目・

HZJ1
由。
E
r
m門
出

Bo-z-
含

M
M
4
m
O
H
E
U
U
z
u円」込山口
H18H〉吋
mw民・

ω門戸口
ω
〔
ao〕
M
-
H】

OHAH日muoH
日間}白山町田円山口

宮
司
円
。
円
。
岡
山
田
・

4
8
4
0円
。
問
。
岡
山
曲
目
出
者
向
丘

O
H
H
5
a
c
m凶

H
O
E円
M円即日】山
σ
E∞
・
宮
oa0・

(

7

V

 

U
2
ロ
ヴ
吋
自
主
唱
。
D
E
B
-
記
g
n
O
B
B
E
Z門

M内一同司白色
5
2・))」

U門
司
ロ
可
思
-
同
，
m
g
o
p
D己
窓
口
OD円
円
白
血
門
吉
巴

「
王
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
)
は
パ
ア
マ
ン
デ
イ
を
領
有
す
。

租
賦
課
上
〕

〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
〕

ゲ

ハ
ロ
ル
ド
伯
之
を
領
有
せ
り
。
当
時
そ
は
〔
地

一
三
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
れ
た
り
、

今
や
二
一
ハ
イ
ド
と
〔
評
価
せ
ら
る
〕
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕

耕
地
は
八
組
の
和
平
隊
〔
に

よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
領
主
直
営
耕
地
に
は
一
組
の
翠
隊
あ
り
、

市
し
て

〔
農
民
保
有
耕
地
に
は
〕
四



紅
の
傘
隊
と
共
に
二
十
五
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
三
十
一
ニ
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
〔
あ
り
凶
。
門
此
の
荘
に
は
U

其
処
に
一
宇
の
新
し
く
し
て
美
麗
な

る
教
会
あ
り
、
又
ニ

O
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
あ
り
。

〔
又
〕
五
匹
の
豚
を
其
の
放
牧
料
と
す
る
〔
数
の
豚
ど
も
を
放

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
、
而
し
て
今
や
(
「
調
査
」
時
に
は
)
、
夫
れ
(
此
の
荘
〉
は
〔
其
の
土

地
所
得
上
〕
拾
五
跨
に
〔
価
ひ
し
き
、
ま
た
現
に
〕
価
ひ
す
、
州
奉
行
は
〔
此
の
荘
よ
り
〕
弐
拾
志
(
壱
鶴
)

ち
飼
ふ
〕
に
ふ
さ
は
し
き
〔
直
首
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
〕
。

ハ
ア
ヂ
ス

て
〕
負
担
せ
る
十
三
人
の
市
民
〔
あ
り
〕
。

ロ
ン
ド
ン
に
は
[
合
計
〕
四
拾
四
片
門
の
地
代
〕
を
〔
此
の
荘
に
於

を
収
む
。

-

(

(

一

m
g円

円。ロ

OH
切
叩
円
日
〈
ロ
(
凶

O凹〕可
0・
E巾
B
E
C国
〔
口
。

5
0印
〕
件
。
ロ
ロ

F
A，己
HMnmO
色
。
向
。
ロ
白
山
門

HUH-ou内
巳

E
a
u
-
B
E
O
宵
O
M内ロ

F
E
Z
-
4
2
2
 

。凹円

4
日目日

S
E
n
-∞
-
F
仏

o
g
E
2
2門
口

5

8
吋
5
p
a
u内一円
aqC向日目白
E
a
M
M円尚昆

g
E
2ロ
2
5
出
向

S
E
n
g・

同

σ山
口

Oロ
ω
O
H

同】ロ

-
n
F
g
m
o
n
n
H
o
m
y
a
自
門
問
。
可
将
司

E
片山・

ωロ
ロ

ω
〈
同
百
円
。
。
門
口
虫
色
。
宮
山
口
山
間
目
。
・

F
F
E
H仏
Oロ
芯
江
戸
山
ヴ
ロ
吋
問
。
ロ
臼
叩
白
色
。

M内】戸山口

(

8

)

 

boロ
ロ
丘
町
・
叶
∞

BHXV3HN品
目
印
刷

B
J
S
E
-
2
5
0向
。
ロ
と
め
伴
内
4

ロ
ヴ

B
p
a
巳

2
8
B
E
g
lヴ
2
M円
以
出
色

Egi--:))」

そ
の
価
値
に

等
し
き
額
の
地
代
を
1

1
但
、
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ウ
ク
両
村
の
場
合
に
は
、
「
重
量
に
よ
る
」
支
払
い
な
る
が
ゆ
え
に
、
実
質
的
に

(
9
)
 

は
、
な
に
が
し
か
!
或
い
は
二
五
パ
ア
セ
ン
ト
方
「
数
に
よ
る
」
支
払
い
よ
り
も
よ
り
多
く

l
l支
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際

見
ら
る
る
ご
と
く
、
こ
れ
ら
三
つ
の
主
領
荘
園
は
、
そ
の
執
れ
も
が
、

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
調
査
」
当
時
、
そ
れ
ぞ
れ
、

こ
れ
ら
三
荘
園
は
、
同
時
に
な
お
、

シ
ヱ
リ
フ
に
対
し
て
、

ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ウ
ク
両
村
に
あ
っ
て
は
二
五
シ
リ
ン
グ
、
パ
ア
マ
ン

デ
イ
村
に
あ
っ
て
は
二

0
シ
リ
ン
グ
、

を
納
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
!
!
と
一
五
う
こ
と
は
、
抑
々
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
夫
れ
は
、

ほ
か
で
も
な
い
、
こ
れ
ら
三
つ
の
王
領
荘
園
が
、
執
れ
も
い
ま
も
と
も
と
此
の
サ
リ
州
の
シ
エ
リ
フ
に
対
し
て
王
か
ら

町
山
門

gaOZH
さ
れ
て
お
り
、

此
の
場
合
の
二
五
シ
リ
ン
グ
或
い
は
二

0
シ
リ
ン
グ
と
い
う
金
額
こ
そ
は
、

ま
さ
し
く
斯
か
る
シ
エ
リ
フ
の

」
同
ミ
還
さ
伺
と
し
て
の
利
潤
を
表
わ
し
て
い
る
、

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

む



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

八

同
じ
こ
と
は
、
次
の
ウ
ォ
リ
ン
グ
タ
ン
村
に
関
す
る
「
ブ
ク
」
の
記
述
に
就
い
て
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

ゲ

ル

ド

〔
地
租
賦
課
上
〕
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
〔
夫
れ
は
嘗
て
一

「
王
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
)
は
ウ
ォ
リ
ン
グ
タ
ン
を
直
領
地
と
し
て
領
有
す
。

一
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
れ
〕
、
又
今
や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
)

一
一
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
る
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
十
一
組
の
整
隊

門
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。

〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕

領
主
賓
営
耕
地
に
は
一
組
の
翠
隊
あ
り
、

市
し
て

〔
農
民
保
有
耕
地
に

は
〕
十
組
の
翠
隊
と
共
に
〔
保
有
農
と
し
て
〕
十
五
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
十
四
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
〔
あ
り
〕
。
〔
此
の
荘
に
は
〕
其
処
に
三
人

の
奴
隷
存
す
、
市
し
て
〔
合
計
〕
参
拾
志
の

〔
g
g
g
c
収
益
を
挙
ぐ
る
〕
ニ
箇
所
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
粉
磁
場
〔
あ
り
〕
、
更
に

λ
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
以
牧
草
地
〔
あ
り
u
。

円
な
ほ
比
の
荘
に
は
〕
ケ
ン
ト
州
に
在
る
森
林
〔
属
す
〕
。

此
の
森
林
と
共
に
、

リ
チ
ャ
ア
ド
I

オ
ヴ
l

タ
ン
プ
リ
デ
な
る
者
、

い
ま
此
の
荘
の
一
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
〔
の
土
地
〕
を
領
有
し
を
る
が
、

〔
も
と
〕
彼
は
其
処
よ

(
「
調
査
」
時
に
於
て
)
夫
れ
(
此
の
荘
)
は
州
大
守
に
年
捨
志
を

り
其
処
に
住
せ
し
所
の
一
人
の
百
姓
を
立
ち
退
か
せ
た
り
き
。
今
や

収
む
。
全
荘
は
〔
其
の
士
地
所
得
上
〕

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
拾
五
時
に
価
ひ
せ
り
。

ム
7

や

(
「
調
査
」
時
に
於
て
)
〔
夫
れ
は
〕
拾
萌

〔
に
価
ひ
す
μ
。
(
(
日
両
日
円
8
0ニ
ロ
門
目
。
S
E
Z
4〈
国

E
g
o
-
叶

O
B
H
5
3
H
T
u
m
U
関
門
富
山
丘
目
立
呂
昆
。
回
目
門
山
由
同
o
s
a
o
g仲間}円
C
M向日

E
a
u
-

斗
耳
目
。
忠
弘

g
E口目的
-
z
a
o
g
Z目。

g
H
ロ
5
2
2
n
p
a
u門
司
巳
ロ
山
口
問
。
門

M門戸山口

Z
Eミ
ロ

2
5
M
g
g
n
u
-
目
日
日
目
目
的
四
円
丘
、

ゆ円山町

BOH円
己
仏
O
M
a
M
印。ロ
a
s
w
a
t
-山
RHM何回)吋"に・

ω日宮邸内山口
8

2円
宮
の
げ
の
己

-
E
s
a
c的
QO
寸

ODOず
江
唱
す
DmwHaoyo口

gmgoユ
。
ロ
ロ
問
自
己
門
岡
田
S
5
2
5
mロ
ロ
山
口
出
向
。

m毎回
Z
E
吉田昨日
2
B
D
C即日
Z
S
m
g叩
σ巳・

Z
ロ
ロ
ロ
吋
白
色
門
回
目
円
己
2
8
5
5
凶
∞
O]EO回

(
印
〉

HVO円一山口口戸
B-
叶

0
2
5
5田
口
耳
目
戸
包
件
。
呂
田
〉
O
B
F
u四日印刷《
2
2
2
5
H
Oず
と
凶
寸
ロ
耳
目
的
・
富
。
。
o-
凶
ロ
ヴ
包
∞
・
)
)
」

す
な
わ
ち
、
比
の
現
在
「
調
査
」
の
時
点
に
於
て
一

0
ポ
ン
ド
の
地
代
を
支
払
っ
て
い
る
荘
園
の
毎
年
シ
エ
リ
フ
に
納
入
す
る
所
の
一

0
シ
リ
ン
グ
な
る
も
の
も
亦
、
怯
然
シ
エ
リ
フ
の
同
司

B
2
と
し
て
取
持
す
る
利
調
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



な
お
、

「
プ
ク
」
は
、

コ
プ
ソ
オ
ン
郡
の
フ
ェ
チ
ャ
ム
村
、
プ
ラ
グ
ヒ
イ
ス
郡
の
シ
ア
村
に
つ
い
て
夫
々
記
述
せ
る
の
ち
、

ウ
ォ
ト
ゥ

ン
郡
ド
オ
キ
ン
グ
村
の
記
述
に
い
た
っ
て
、

「
〔
前
王
エ
ド
ワ
ァ
ド
玉
の
〕
主
居
イ
イ
デ
ィ
ス
ハ
一

O
七
五
夜
)

ア
・
ド
オ
キ
ン
グ
の
三
箇
の
荘
)
よ
り
、
州
大
{
寸
は
、
そ
れ
ら
が
必
要
と
す
る
と
き
彼
が
そ
れ
ら
に
援
助
を
与
ふ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
七
時
を

が
嘗
て
サ
リ
に
領
有
し
た
る
所
の
三
宮
の
荘

(
フ
ェ
チ
ャ
ム
・
シ

円
円

g
z回
目

ωロ
O
門
出
回
心
己
山
市
}
戸
山
ず
ロ
ロ
日
同
巾

mZMH

(

日

)

日

H
H
G
g
a
p
o
g
包
吉
件
。
ユ
E
H
H
2
5
0吉田

}
g
Z
E・))」

同
出
品
門
回
目
円
回
目
門
戸

ωロ
円
四
吋
円
m
u
u

げ
与
三
巴
8
8
5
2
4ロ
ロ

青

山

♂

巾

o
s
g仏

収
む
。
(
(
口
。

と
、
付
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

い
ま
「
そ
れ
ら
が
必
要
と
す
る
と
き
彼
が
そ
れ
ら
に
援
助
を
与
ふ
る
が
ゆ
ゑ
に
」
が
実
際
に
何
を

意
味
す
る
か
瞭
ら
か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
此
の
場
合
の
七
ポ
ン
ド
も
或
い
は
サ
リ
州
の
シ
エ
リ
フ
が
現
に
フ
ィ
ル
マ
リ
ウ
ス
と
し
て
収

奪
す
る
所
の
こ
れ
ら
三
荘
園
の
フ
ィ
ル
マ
の
総
額
で
あ
っ
た
で
も
あ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ブ
ク
」
に
表
わ
れ
た
サ
リ
州
の
い
く
つ
か
の
「
王
領
」
に
関
す
る
記
述
を
読
み
進
む
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
と
の
コ

以
上
、

ン
テ
グ
ス
ト
に
お
い
て
、
さ
き
の
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
に
関
す
る
記
述
、
就
中
そ
の
「
此
の
村
の
ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
は
州
奉
行
の
〔
管
掌
す
る
〕

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
ま
た
ヅ
ィ
ノ
グ
ラ

l
ド
フ
の
ご
と
く
、
此
の
王

領
荘
園
が
「
全
国
的
な
」
財
政
H

司
法
日
治
安
組
織
か
ら
は
ず
さ
れ
て
お
り
、
本
来
デ
イ
ン
ゲ
ル
ド
そ
の
他
シ
エ
リ
フ
に
依
っ
て
徴
せ
ら

一
切
の
事
柄
よ
り
免
れ
居
れ
り
」
を
以
て
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
、

れ
る
所
の
一
般
に
諸
税
か
ら
の
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
権
を
享
受
せ
る
こ
と
の
証
拠
と
は
な
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
夫
れ

は
、
此
の
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
の
荘
園
が
、

ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ウ
グ
・
バ
ア
マ
ン
デ
イ
或
い
は
ウ
ォ
リ
ン
グ
タ
ン
等
々
の
諸
荘
園
と
は
い

ま
異
な
っ
て
、
シ
エ
リ
フ
に
フ
ァ
ア
ム
ー
ア
ウ
ト
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
フ
ァ
ア
マ
た
る
シ
エ
リ
ア
か
ら
な
ん
ら
経
済
的
に
搾
取
せ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
却
っ
て
当
荘
園
の
代
表
的
な
農
民
た
る
ヴ
ィ
レ
ン
が
全
体
と
し
て
領
主
た
る
王
よ
り
彼
等
の
属
す
る
荘
園
を
フ
ァ
ア
ム

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

九



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
、

1r-
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

。

(

1

)

今
日
わ
れ
わ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
の
の
冨
ロ
円
。
弓

F
E
O
な
る

E
C
E
K
M
N
o
g
E
O
B
S
の
宮

5
2
B
に
随
時
之
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ

の
大
小
二
巻
か
ら
成
る
と
こ
ろ
の

8
ロ
Z
5
3
3門司

B
E
5口
広
三
は
、
一
七
八
三
年
、
十
年
の
歳
月
を
費
し
三
八
、

0
0
0ポ
ン
ド
の
国
費
を

投
じ
て
、
初
め
て

K
M
ヴ
円
各
自
己
司
R
F
U
1
に
依
り
、
手
書
本
の
各
葉
(
向
。
]
目
。
)
が
刊
本
の
各
菜
に
厳
密
に
一
致
す
る
よ
う
セ
ッ
ト
、
印
刷
せ
ら

れ
、
一
二
五

O
部
刊
行
さ
れ
た
。
完
全
な
刊
本
と
し
て
は
、
夫
れ
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
利
用
し
得
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ア
リ
は
、
後

記
エ
リ
ス
に
拠
れ
ば
、
「
四
十
年
以
上
も
の
あ
い
だ
『
ブ
ク
』
の
原
本
に
殆
ど
毎
日
の
よ
う
に
当
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
而
も
、
此
の
二
巻
本

の
刊
本
は
、
も
と
も
と
敦
れ
も
タ
イ
ト
ゥ
ル
i

ベ
イ
デ
を
欠
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
フ
ァ
ア
リ
の
名
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
何
処
に
も
之
を
見
出
す

こ
と
が
出
来
な
い
。
一
八

0
0年
、
フ
ァ
ア
リ
の
事
業
は
国
家
的
に
下
院
の
最
初
の
公
文
書
委
員
会
百
四
8
E
n
c
B
B富
山
。
ロ
)
に
依
っ
て
引
継
が

れ
、
「
ブ
ク
」
の
同
日
ロ
ミ

E

開
口
目
的
の
編
に
な
る
吉
弘
弘
司
ご
の
第
三
巻
(
一
八
一
一
、
一
八
二
ハ
〉
、
「
ブ
ク
」
の
人
足
丸
紅
白
苦
室
町
白
の
第
四
巻
ハ
一

八
二
ハ
〉
が
逐
次
刊
行
せ
ら
れ
た
。
爾
来
、
今
日
に
於
て
は
、
第
一
、
第
二
巻
ま
た
、
第
三
、
第
四
巻
同
様
、

E
Fミ

P
5
5
~な
さ

h
b
t
b
E
3
5・

昔
、
切
口
忌
な
る
タ
イ
ト
ゥ
ル
を
以
て
称
ば
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
右
の
第
一
、
第
二
巻
の
刊
本
は
、
原
手
書
本
を
特
徴
づ
け
る
諸
語
の

省
略
短
縮
形
公

5
5
4円
注
目
。
口
田
)
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
よ
う
手
書
本
字
体
に
可
能
な
限
り
近
似
さ
せ
て
造
、
り
れ
た
特
別
の
公
記
録
活
字

(
8
8
E

々
冨
)
を
以
て
印
刷
さ
れ
て
お
り
(
惜
L
い
哉
乙
の
活
字
は
一
八

O
八
年
焼
失
)
、
以
下
、
本
稿
に
於
て
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
に
当
っ
て
は
省
略
短

縮
形
を
正
字
形
へ

a
z
E
し
て
之
を
行
う
が
、
そ
の
際
叩
阿
窓
口
回
目
。
口
に
係
わ
る
一
切
の
責
任
は
、
申
す
迄
も
な
く
引
用
者
た
る
筆
者
自
身
に
在
る

こ
と
を
予
め
愛
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
な
お
、
各
フ
ォ
ウ
リ
オ
ウ
の
表
ベ
イ
ヂ
、
裏
ベ
イ
ヂ
は
、
例
え
ば
ロ
-
F
L
L
o
-
-
ω
。同一
U
-
P
L
L色]・

ω。

σ
の
ご
と
く
、

fσ
を
以
て
表
示
さ
れ
る
。

Q
-
同
日
ロ
ミ
回
E
P
A
の
き
寄
白
NL「
ミ
さ
を
円
と
き
な

H
u
s
S
S
E
-
切
S
F
ハ
N
4
0
F
-
F
O口弘
D
P

H∞ωω)u
円、

ω
g
u
一司ロ
σ]山
口
月
四
円
。
吋
品
。
日
円
少

b
b
珪
司
同
九
白
河
勾
白
tN叫己主
HRH(HKOD向。
P
H由一山品
)wM)同】
-HM-
口
一
-
寸
・
同
・
の
即
日
ぴ
門
出
!
日
付
y

b
ミミ
hh出向、

同

wu
。N
V

(

。
H
『。吋【ゲ一戸市山吋
B0・同】匂
-
H
H
H
H
i
H
H
岡山・

(
2
)
U
-

∞-
-
F
E・
8
v・
一
般
に
筆
者
に
依
る
テ
ク
ス
ト
試
訳
の
方
法
は
、
拙
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
』
(
一
九
五
九
)
第
六
|

第
七
篤
に
お
け
る
「
ブ
ク
」
の
記
述
の
解
釈
の
仕
方
に
準
拠
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ハ
イ
ド
数
、
耕
地
面
積
、
領
主
直
営
耕
地
・
農
民
保
有
耕
地

そ
れ
ぞ
れ
の
傘
隊
数
、
以
上
三
者
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
〉
心
。
】
同
)FC帥
切
出
-
E
E
-
M
J
H
h
N
U
Cき
ご
を
H
L
1
2宮町師同

(N
ロ
a
E
-
U
5
N
Y
F
C口品。口)の

第
二
章
に
於
け
る
伝
統
的
な
解
釈
の
仕
方
に
依
拠
し
て
い
る
。
又
、
特
に
一

O
八
六
年
当
時
に
於
け
る
「
土
地
所
得
」
と
云
う
の
は
、
飽
く
ま
で
も



い
ま
、
粉
醸
場
収
入
・
放
牧
料
そ
の
他
を
含
め
た
全
体
と
し
て
の
当
該
土
地
の

a
8
5
5
8品
目
ロ
ロ
E
H
4回目
g
・
或
い
は
駒
田
内
即
日
目
E
D
R
a曲目

2
ロ
目
白
g
o同市円
D
E
B
-
n
g官
笠
宮
可
.
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
現
実
に
斯
か
る
土
地
よ
り
搾
出
せ
ら
れ
た
所
の
剰
余
価
値
を
即
自
的
に
表
わ
し
て

い
な
い
乙
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
、
比
の
テ
ク
ス
ト
の
場
合
に
お
け
る
三
十
匹
の
豚
の
ご
と
き
豚
の
数
が
、
現
実
に
当
該
森
林
に

放
牧
さ
れ
る
豚
の
総
数
で
は
な
く
、
現
物
形
態
の
放
牧
料
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
吋
宮
古
門
司
君
、
九
日
民
主
ロ
ミ
ミ

HF司
会
話
丘
町
刷

。¥同町苫
h・目白昌弘

(
F
O
E
-
p
z
o
o
-
)
の
サ
リ
州
の
第
一
巻
〔
以
下
て
・
。
・
同
・
・
句
、
ミ
ミ

L
の
ご
と
く
に
表
わ
す
、
他
州
の
場
合
も
亦
之
に
準

ず
る
〕
中
の
「
ブ
ク
」
の
近
代
語
訳
テ
ク
ス
ト
へ
の
序
説
(
て

-n-R-
山町民、
Z
H
W
F
N
a
l
N
U
C
に
お
け
る
J
-
H
・
ラ
ウ
ン
ド
の
解
釈
(
与
に

-L-

s
c、
ま
た
経
済
地
理
的
観
点
よ
り
す
る
H
・C
-
ダ
ア
ピ
イ
一
編
の
記
念
碑
的
な
〔
担
、
七
巻
中
一
巻
末
刊
μ

「
ブ
ク
ー
一
の
組
織
的
分
析
、
昌
司

b
S
H
a
n目白河

C
S旬、白
b
F
H
。
¥
同
sh目白書問(〔リ目
B
可
区
間
9

3
日
凶
|
)
中
の
一
巻
吋
言

NUミ
ミ
ミ
ミ

c
s
h
2
b
M
H
H
。¥九
w
g
s
h白的問同町
3hNgh叫

w
z
-
ヴ吋

出・。・

0
回
忌
可
件
目
-Z-M-
の
m
R
G
Z己
(
の
由
民
同
町
広
間
p

g
白日)噌同)・

ω∞
∞
を
、
ま
た
、
一
共
同
地
」
・
「
車
営
地
」
に
つ
い
て
の
筆
者
の
把
握
の
仕

方
、
並
び
に
ポ
オ
ダ
ア
等
の
農
民
層
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
段
の
記
述
参
照
。

(
3
)
H
4・
当
・
云
即
日
昨
日
g
p
b
D
S間的丸
ξ
p
o掃
き
弘
匂
同
河
口
昌
弘

(PHHHt門
広
岡
夕
日
∞
ミ
γ
匂
-H司吋・

(
4〉

HU同
己
ぐ
山
口
口
開
門
白
白
O
R
N川

shN払
師
、

HhuRHqHH
叫

a
H
F由同町四
t
S
H
F
。同ミ宮司、旧

(
O
H
一向。円
(YHmw(}∞
γ
日)・

ωN由・

(

5

)

(

リ同・

0
同門
σ可
待
。
田
HH回目)ヴ叩
F
E
-
-
も
・
町
民
了
匂
・

ω由
♂
担
問
-HOAH・

ハ
6
)

ロ
・
切
-
-
F
向。-・

ω
C

白・

ハ
7
)

り
・
回

-L-
同
o
-
-
呂
田
・
此
処
に
言
及
さ
れ
て
い
る
玉
の
猟
国
(
官
三
宮
ミ
主
的
)
を
、
ラ
ウ
ン
ド
は
、
ギ
ル
ア
ォ
ド
近
隣
の
王
の
猟
国
と

ア
イ
デ
シ
テ
ィ
プ
ア
イ

同
定
し
て
い
る
。
因
み
に
、
猟
国
は
此
の
時
代
一
般
に
狩
の
獣
の
禁
猟
地
で
あ
っ
た
。

2
・
て
・
。
・
同
・
"
を
ミ
尚
子

F
N
S
・

(
8〉

U

∞-wH・
s・
8
田
・
パ
ア
マ
ン
ヂ
イ
に
つ
い
て
は
、
口
同
号
可
待
。
田
呂
田
V
Z
F
巾凶

J
e・
忌
二
回
y

g日
・
百
四
-
H笥
参
照
。
本
荘
園
の

「
一
宇
の
新
し
く
し
て
美
麗
な
る
教
会
L

(

さ
き
同
町
、
εミ
H
E
S
R吉
弘
ろ
と
は
、
一

O
八
二
年
ハ
「
調
査
」
時
点
よ
り
四
年
前
〉
ロ
シ
ド
ン
の

〉
富
山
口
令

E
E〉
に
依
り
創
建
さ
れ
た
、
ク
リ
ュ
ニ
イ
派
の
小
修
道
院
己

-
v
i
c足
、
日
の
教
会
を
指
す
と
さ
れ
る
。
。
同
・
で
・
(
J

同・・九山
h
Z
H・

H・
M
g
u
H
O宮
γ
円。門吋目的
-
E
J
i
o。
草
色
昔
、

E
E
F
ω

旨
ミ
ミ
(
の
}
岡
山
n
y
g
H
R
H由討
)
4

ロC
円
四
国
・
な
お
此
処
で
は
五
匹
の
豚
は
明
確
に
放
牧

料
(
b
b
M
苫
品
立
蕊
〉
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
抑
々
こ
の
パ
ス
ナ
ギ
ウ
ム

(ζ
・
悶
・
宮

E
日
間
与
と
は
、
農
民
が
家
畜
の
豚
を
そ
の
好
餌
と
す
る

か
し
と
中
な
・
ど
ん
ぐ
り
な
ど
の
実
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
森
林
地
に
放
ち
飼
い
す
る
こ
と
に
対
す
る
現
物
代
償
を
意
味
し
、
夫
れ
は
同
じ
放
牧
で
も

放
牧
地
に
お
い
て
牧
草
を
食
ま
せ
る
こ
と
に
対
す
ろ
現
物
代
償
の
言
、
宮
内
さ
き
ハ
宮
・
開

-
E号
晶
ろ
と
は
一
応
区
別
せ
ら
れ
る
。
荷
し
て
そ
の
よ

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体



領
主
的
支
配
と
且
庶
民
共
同
体

う
な
場
合
の
森
林
・
放
牧
地
は
、
広
義
の
領
主
直
営
地
の
範
痔
に
入
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

Q
-
て
-
C
-
M尚
ご
宏
、
之
、
・

F
N
泊三

U-2σ
可
伶
(
リ
即
日
目

u
Z
F
E
-
-
e
-
江
町
二
日
)
・
呂
町
・
又
比
の
荘
園
に
於
て
地
代
を
負
担
す
る
所
の
十
三
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ロ
ン
ド
ン
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市
民
言
、
h
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団
臼
は
、

恐
ら
く
も
と
此
の
村
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
移
住
し
た
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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重
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四
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ω
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前
節
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、

ノ
ル
マ
ン
朝
成
立
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ヴ
ィ
レ
ン
が
全
体
と
し
て
彼
等
の
領
主
よ
り
彼
等
の

属
す
る
荘
園
を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
る
事
実
の
存
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
サ
リ
州
の
一
つ
の
王
領
荘
園
を
手
掛
り
に
、
夫
れ
に
関
す
る

「
ブ
ク
L

の
記
述
を
同
州
の
他
の
王
領
荘
園
に
関
す
る
「
ブ
ク
」
の
記
述
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
於
て
読
む
こ
と
に
依
り
推
理
し
た
の
で

あ
る
が
、
回
よ
り
そ
こ
で
得
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
、
本
来
、
飽
く
ま
で
も
蓋
然
性
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
右
の
如
き
農
民
に
依
る
マ
ナ
の
フ
ァ
ア
ム
を
端
的
に
物
語
る
所
の
、

そ
の
積
極
的
証
拠
を
、

ち
な
じ
「
プ
ク
」
の

他
州
の
記
述
の
な
か
に
探
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

嘗
て
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

l
ド
フ
に
依
っ
て
「
調
査
」
当
時
ヴ
ィ
レ
ン
こ
そ
が
タ
ウ
ン
シ
プ
の
「
主
要
な
る
分
け
前
保
有
者
」
(
ハ
甚
叩
宮
山
口
氏
自

日)回目的

E
S
F包
含
門
的
)
〔
タ
ウ
ン
シ
プ
に
属
す
る
プ
ラ
ウ
ラ
ン
ド
立
。
口
問
巴
自
己
的
が
主
と
し
て
彼
等
の
聞
に
分
配
さ
れ
て
い
る
所
の
当
の

(

ロ

)

保
有
農
〕
で
あ
っ
た
事
情
を
い
ま
最
も
良
く
反
映
じ
て
い
る
「
ブ
ク
」
の
箇
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
サ
リ
州
の
北
に
接
続
す
る
ミ
ド
ゥ
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セ
ク
ス
昌

E
a
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a
州
に
関
す
る
記
述
を
見
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
当
時
オ
シ
ュ
ル
ス
ト
ン
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〉

存
し
た
が
、
そ
の
場
合
此
の
六
郡
の
う
ち
最
初
の
三
つ
の
郡
に
就
い
て
の
「
プ
グ
」
の
記
述
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ィ
レ
ン
が
マ
ナ
若

肘門

H80見。ロ

の
都
合
六
つ
の
郡
が

し
く
は
之
に
準
ず
る
封
建
的
所
領

9
0
5
昌
二
0
5
5
8
3
を
フ
ァ
ア
ム
し
て
い
る
事
例
を
凡
そ
九
例
見
出
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
、

こ
の
た
び
は
そ
れ
ら
は
す
べ
て
王
領
以
外
に
係
わ
り
、
う
ち
七
例
は
、

い
ま
宗
教
的
所
領
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
残
り
の
二
例
は
世
俗

的
所
領
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

宗
教
的
所
領
と
し
て
は
、

ま
ず
オ
シ
ュ
ル
ス
ト
ン
郡
の
ウ
ィ
ル
ズ
デ
ン

巧
告
。
包
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租kる
賦
課
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常

五
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イ
ド
と
し

「
〔
ロ
ン
ド
ン
司
教
座
〕
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
は
ウ
ィ
ル
ズ
デ
ン
を
領
有
す
。

て
評
価
せ
ら
る
。
門
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
十
五
組
の
和
平
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
円
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
〔
農
民
保
有
耕

地
に
は
〕

其
処
に
ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
八
組
の
翠
隊
〔
を
有
す
〕
、
〔
な
ほ
〕
七
〔
組
の
翠
隊
を
有
す
る
こ
と
〕

可
能
な
り
。
〔
此
の
荘
に
は
〕

其
処
に
二
十
五
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
五
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
〔
あ
り
〕
。
〔
又
〕
〔
そ
の
放
牧
料
〕

五
百
匹
の
豚

〔
に
相
当
す
る
数
の
豚
ど
も
を

放
ち
飼
ふ
〕
に
ふ
さ
は
し
さ
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林

円
あ
り
〕
。
〔
此
の
荘
は
〕
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕

笠
ハ
の
総
額
に
於
て
六
碩
六
志

六
片
に
価
ひ
し
、
〔
夫
れ
が
「
征
服
」
時
に
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
〕
有
に
帰
せ
し
と
き
も
同
額
門
な
り
し
が
〕
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
は

拾
弐
蕗
〔
な
り
き
〕
。

領
主
直
営
耕
地
に
は
何
物
も
存
在
せ
ず
。

プ

ア
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ド
王
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代
、
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帯
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扶
持
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め
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事
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代
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存
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よ
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し
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保
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す
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図
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口

比
の
明
ら
か
に
其
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
領
主
た
る
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
よ
り
フ
ァ
ア
ム
と
し
て

ミ
'
守
さ
さ
保
有
し
つ
つ
あ
る

ウ
ィ
ル
ズ
デ
ン
の
荘
園
は
、
襲
に
わ
れ
わ
れ
が
同
様
ヴ
ィ
レ
ン
に
よ
る
フ
ァ
ア
ミ
ン
グ
の
状
態
に
在
っ
た
と
推
理
し
た
と
こ
ろ
の
、

サ

州
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
の
王
領
荘
園
と
其
の
ヴ
ィ
レ
ン
数
に
於
て
後
者
の
三
十
人
に
対
す
る
二
十
五
人
と
し
て
ほ
ぼ
相
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る

が
、
ガ
ム
シ
ャ
ル
荘
園
の
場
合
夫
れ
が
其
処
に
領
主
直
営
耕
地
と
農
民
保
有
耕
地
と
の
別
あ
る
所
謂
古
典
荘
園
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

比
の
ウ
ィ
ル
ズ
デ
ン
の
司
教
領
荘
園
の
場
合
に
は
其
処
に
今
や
領
主
直
首
耕
地
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
宗
教
的
所
領
と
し
て
、

お
な
じ
オ
シ
ュ
ル
ス
ト
ン
郡
に
は
ま
た
、
次
の
ご
と
き
四
つ
の
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
直
領
地
に
関
す
る

一
ー
プ
ク
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
ス
ン
ト
l

。
ハ
ン
ク
ラ
ス
に
於
て
翠
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
は
四
ハ
イ
ド
門
の
土
地
〕
を
領
有
す
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
二
組
の
竿

隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
〔
農
民
保
有
耕
地
に
は
〕
ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
一
組
の
翠
隊
を
有
す
、
〔
な
ほ
〕

一
組
の
翠
隊
〔
を
有
す
る
こ
と
〕
可
能
な
り
、
〔
比
の
荘
に
は
〕
簸
暗
〔
資
材
一
採
取
〕
用
の

〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
雑
木
林
〔
あ
り
〕
。

〔
な
ほ
〕
家
畜
〔
飼
育
〕
用
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
放
牧
地
〔
あ
り
〕
、

市
し
て
〔
そ
は
〕
弐
拾
片
〔
の
使
用
料
収
入
を
挙
ぐ
〕
。

TI  

此

の
荘
に
は
〕
参
事
会
の
下
に
比
の
土
地
を
保
有
す
る
四
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
、

ほ
か
に
七
人
の
コ
ッ
タ
ア

〔
あ
り
〕
。
〔
此
の
荘
は
〕
円
其
の
土

地
所
得
上
U

総
価
値
に
於
て
四
拾
志
(
弐
務
)
に
価
ひ
じ
、
〔
夫
れ
が
「
征
服
〕
時
に
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
〕
有
に
帰
せ
し
と
き
も
同
額

円
な
り
し
が
〕
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
は
六
拾
志
(
参
鶴
)
〔
に
価
ひ
し
た
り
き
〕

Q

此
の
荘
は
霊
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
直
領
地
と
し
て
〔
嘗



て
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、

ま
た
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存
す
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「
ィ
ズ
リ
ン
グ
タ
ン
に
お
い
て
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
は
二
ハ
イ
ド
円
の
土
地
〕
を
領
有
す
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
一
組
半
の

翠
陣
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
〔
現
在
「
調
蛍
」
時
に
於
て
〕
其
処
に
一
組
の
笠
隊
あ
り
、

な
ほ
半
組

門
の
和
平
隊
以

〔
を
有
す
る
こ

と
〕
可
能
な
り
。
其
処
に
〔
全
体
と
し
て
そ
の
保
有
量
〕

一
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
た
る
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
〔
あ
り
〕
。
〔
又
〕
村
の
家
畜
〔
飼
育
U

用
の
〔
共
問
地
と
し
て
の
〕
放
牧
地
〔
あ
り
円
比
の
土
地
は

呈
ハ
の
土
地
所
得
上
〕

四
拾
志
ハ
弐
梼
)
に
円
判
明
に
U

価
ひ
し
、

r一、
嘗
て

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
も
〕

価
ひ
し
た
り
き
。

此
の
〔
土
地
〕
は
、

聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
直
領
地
と
し
て

〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代

に
〕
在
り
き
、

ま
た
〔
現
に
〕
在
り
。

同
じ
村
に
参
事
会
自
身
(
ー
そ
の
直
領
地
と
し
て
)
一
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
領
有
す
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
二
組
半
の
箪
隊
〔
に
よ

る
耕
作
〕
に
適
せ
り
、
一
閃
し
て
そ
れ
ら
〔
の
梨
隊
〕
は
現
在
〔
「
調
査
」
時
に
於
て
〕

其
処
に
存
す
。

其
処
に
は
参
事
会
の
下
に
此
の
土

地
を
保
有
す
る
所
の
四
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
、

ほ
か
に
四
人
の
ボ
オ
ダ
ア
、
更
に
十
三
人
の
コ
ッ
タ
ア

門
あ
り
〕
。

此
の
土
地
は
、

門
其
の
土

地
所
得
上
〕
参
拾
志
に
〔
現
に
〕
価
ひ
し
、
〔
夫
れ
が
「
征
服
」
時
に
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
〕
有
に
帰
せ
し
と
き
も
同
額
〔
な
り
し
が
〕
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
は
四
拾
志
(
弐
暁
〉
〔
に
価
ひ
し
た
り
き
〕
。
比
の
〔
土
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〕
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、
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ル
大
聖
堂
の
直
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と
し
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、
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「
ホ
グ
ス
タ
ン
に
お
い
て
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
は
一
ハ
イ
ド

開
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目
当
山
門
(
山
山

M
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開
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口
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円
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〔
の
土
地
〕

を
領
有
す
。
円
「
征
服
一

時
に
〕
耕
地
ほ
一
組
の
整
隊

〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
、
現
在
(
「
調
査
」
時
に
)
夫
れ
(
一
組
の
翠
隊
〉
は
其
処
に
存
す
、
市
し
て
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
此
の
土
地
を

参
事
会
の
下
に
保
有
す
。

〔
其
処
に
は
〕
家
畜
〔
飼
育
〕
用
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
放
牧
地
〔
あ
り
〕
。

此
の
土
地
は

〔
共
の
土
地
所

得
上
〕
弐
拾
志
(
壱
揖
)
に
〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
〕
価
ひ
し
た
り
き
、
ま
た
〔
現
に
〕
価
ひ
す
。
此
の
門
土
地
〕
は
聖
ポ
オ
ル

大
聖
堂
の
直
領
地
と
し
て
〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
主
時
代
に
〕
在
り
き
、
ま
た
〔
現
に
U

在
り
。

ホ
ク
ス
タ
ン
を
〔
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
〕
参
事
会
は
三
ハ
イ
ド
と
し
て
領
有
す
。
〔
「
征
服
一
時
〕
三
一
組
の
お
ド
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
耕
地

は
適
せ
り
、
而
し
て
そ
れ
ら
(
ゴ
一
組
の
翠
隊
)
は
〔
現
に
〕
其
処
に
存
す
、
又
〔
其
処
に
は
〕
〔
参
事
会
の
下
に
〕
此
の
土
地
を
保
有
す
る
七

人
の
ヴ
ィ
レ
ン
、
ほ
か
に
十
六
人
の
コ
ッ
タ
ア

R

あ
り
〕
。
門
比
の
荘
は
〕
〔
其
の
土
地
所
得
ヒ
〕
総
額
に
於
て
五
拾
玉
志
に
価
ひ
し
、
門
中
大

れ
が
「
征
服
一
時
に
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
〕
有
に
帰
せ
し
と
き
も
同
額
〔
な
り
し
が
〕
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
主
時
代
に
は
六
拾
志
(
参
麗
〉
〔
に

価
ひ
し
た
り
き
〕
。
此
の
荘
は
、

聖
ボ
オ
ル
大
聖
堂
円
の
直
領
地
〕
内
に
〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
〕
在
り
き
、

ま
た
〔
現
に
〕
在
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領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

八

ロ
ン
ド
ン
司
教
座
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
こ
れ
ら
四
つ
の
直
領
地
に
関
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
或
い
は
「
参
事
会
の
下
に
此
の
土
地
を

保
有
す
る
所
の

X
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
」
、
戎
い
は
「
X
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
此
の
土
地
を
参
事
会
の
下
に
保
有
す
」
、
或
い
は
「
此
の
土
地
を
保
有

す
る

X
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
」
の
ご
と
き
、
諸
表
現
が
其
処
に
認
め
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
か
の
ウ
ィ
ル
ズ
デ
ン
の
空
間
の
場
合
に
於
け
る
ご
と

く
明
示
的
に
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
参
事
会
よ
り
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
之
を
保
有
し
て
い
る
旨
の
記
述
に
は
接
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら

こ
れ
ら
の
ヴ
ィ
レ
ン
を
主
体
と
し
て
の
「
保
有
す
る
な
ミ
巴
」

な
る
表
現
、
か
い
ま
決
し
て
単
純
に
保
右
農
で
彼
等
が
あ
っ
た
関
係
を
表
わ

す
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
依
然
保
有
農
民
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
こ
ろ
の
ボ
オ
ダ
ア
・
コ
ッ
タ
ア
よ
り
彼
等
が
載
然

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
依
っ
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
、
と
れ
ら
の
土
地
に
お
け
ろ
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
も
ま
た
、
事
実
上
、
さ
き
の
ウ
ィ

ル
ズ
デ
ン
の
荘
園
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
と
同
様
に
、
全
体
と
し
て
彼
等
の
領
主
よ
り
そ
の
土
地
を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

村
、
ホ
グ
ス
タ
ン
村
の
み
で
あ
り
、

但
、
此
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
う
ち
「
ブ
ク
」
が
マ
ネ
リ
ウ
ム
と
し
て
明
ら
か
に
記
述
し
て
い
る
の
は
、
ス
ン
ト
l

パ
ン
ク
ラ
ス

そ
れ
ら
と
て
も
さ
さ
の
ヴ
ィ
レ
ン
数
三
十
人
の
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
、
ヴ
ィ
レ
ン
数
二
十
五
人
の
ウ
ィ
ル

ズ
デ
ン
村
に
比
す
れ
ば
、

ホ
グ
ス
タ
ン
村
で
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
、

ス
ン
ト
l

パ
ン
ク
ラ
ス
村
で
四
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
遥
か
に
そ
の
農
家
数

は
僅
少
に
止
ま
る
こ
と
、
し
か
も
前
者
ホ
ク
ス
タ
ン
村
は
、
既
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
、

マ
ナ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
元
来
村
の
一
部

で
あ
っ
て
、

ロ
ン
ド
ン
司
教
座
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
の
封
建
的
所
領
と
し
て
は
夫
れ
は
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
夫
々
其
処
に
そ
の
土
地

を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
る
所
の
農
民
団
体
が
存
在
す
る
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
、

な
お
、
ィ
ズ
リ
ン
タ
ン
村
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

是
れ
ま
た
既
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
、
所
領
と
し
て
は
此
の
村
も
二
分
割
せ
ら
れ
て
い
て
、
市
も
全
村
の
ヴ
ィ
レ
ン
層
の
一
部
の
者

の
み
で
土
地
を
フ
ァ
ア
ム
す
る
団
体
|
|
フ
ァ
ア
マ
共
同
体
を
結
成
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
わ
れ
わ
れ
に
依
っ
て
特
に
述
目
せ
ら
れ
る



の
で
あ
る
。

ミ
ド
ゥ
ル
セ
ク
ス
州
の
ヴ
ィ
レ
ン
が
マ
ナ
ま
た
は
之
に
準
ず
る
封
建
的
所
領
を
フ
ァ
ア
ム
し
て
い
る
事
例
の
世
俗
的
所
領
に
関
す
る
も

の
と
し
て
は
、
ま
ず
エ
ル
ソ
オ
ン
郡
の
ハ
ア
マ
ン
ヅ
ワ
ス
国
司
5
0口
宏
君
。
丘
町
村
の
場
合
が
挙
げ
、
り
れ
る
。

「
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
は
ハ
ア
マ
ン
ヅ
ワ
ス
に
お
い
て
一
ハ
イ
ド
〔
の
土
地
〕
を
領
有
す
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
一
組
の
傘
隊
〔
に
よ

る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
其
処
に
半
組
の
和
平
隊
存
す
、

な
ほ
半
組
〔
の
翠
隊
〕
〔
を
有
す
る
こ
と
〕
可
能
な
り
。

二
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
も
此
の
(
前
記
一
ハ
イ
ド
の
)
土
地
を
保
有
す
。
〔
此
の
土
地
は
〕
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
拾
士
山
に
〔
嘗
て
エ
ド
ワ

ァ
ド
玉
時
代
に
U

価
ひ
し
た
り
き
、
ま
た
〔
現
に
〕
価
ひ
す
。
此
の
〔
土
地
〕
を
ウ
ィ
ゴ
ッ
ト
が
家
来
ア
ル
ウ
ィ
ン
な
る
者
〔
嘗
て
エ
ド

ワ
ァ
ド
壬
時
代
に
〕
領
有
し
た
り
き
、
〔
当
時
〕
彼
は
そ
を
己
が
欲
す
る
ま
ま
に
処
分
す
る
こ
と
を
能
く
し
得
き
。
今
や
(
「
調
査
」
時
に

於
て
)
そ
は
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
〈
ア
ル
ウ
ィ
ン
占
有
時
)
に
其
処
に
在
、
り
ざ
り
し
所
の
〔
ハ
ア
マ
シ
ヅ
ワ
ス
北
方
の
村
〕

コ
オ
ル
ハ
ム

。。
-
E
B
〔
の
所
領
〕
内
に
在
り
。
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何
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見
ら
る
る
ご
と
く
、
と
こ
で
も
二
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
全
体
と
し
て
領
主
た
る
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
よ
り
此
の
土
地
を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ

あ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
此
の
一
ハ
イ
ド
の
土
地
と
云
う
の
は
元
来
ハ
ア
マ
ン
ヅ
ワ
ス
村
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
此
の
村
は
も
と
も
と
マ
ネ

リ
ウ
ム
と
し
て
は
曽
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
ハ
ロ
ル
ド
伯
が
之
を
領
有
し
、

「
征
服
」
後
の
今
日
に
於
て
は
大
陸
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
ル

ウ
ア
ン
な
る

ω
S
2
5
4ユ
巳
S
田
修
道
院
長
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
よ
り
許
さ
れ
て
領
有
す
る
所
の
、
地
租
賦
課
上
三

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

九



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

二
O

O
ハ
イ
ド
と
査
定
せ
ら
れ
、

そ
の
耕
地
に
領
主
直
営
地
・
農
民
保
有
地
の
別
あ
る
可
成
り
大
規
模
な
古
典
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
「
ブ

ク
」
の
他
の
箇
所
i
i前
記
聖
三
位
一
体
修
道
院
領
の
記
述
部
分
か
、
り
し
て
、
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
市
し
て
、
な
お
、
二
人
の
ヴ
ィ
レ

ン
た
ち
の
フ
ア
ア
ム
し
つ
つ
あ
る
比
の
一
ハ
イ
ド
の
土
地
は
、
斯
く
地
理
的
空
間
的
に
は
ハ
ア
マ
ン
ヅ
ワ
ス
村
の
一
部
を
形
づ
く
り
な
が

ら
、
し
か
も
な
お
封
建
的
所
領
構
成
の
上
で
は
、
斯
か
る
宗
教
的
所
領
か
ら
は
分
離
せ
ら
れ
て
、
曽
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
、
前
記
ア

課
上
八
ハ
イ
ド
と
査
定
せ
ら
れ
て
そ
の
耕
地
に
は
領
主
直
営
地
・
農
民
保
有
地
の
別
の
あ
る
、

ル
ウ
ィ
ン
の
主
君
の
ウ
ィ
ゴ
ッ
ト
が
王
よ
り
許
さ
れ
て
之
を
領
有
し
「
調
査
」
当
時
間
じ
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
の
領
有
に
係
わ
れ
る
、
地
租
賦

(
幻
)

コ
オ
ル
ハ
ム
の
荘
園
の
一
部
に
編
入
せ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
、
既
引
の
記
述
末
尾
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
依
っ
て
、
明
ら
か
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

世
倍
的
所
領
の
ヴ
ィ
レ
ン
に
よ
る
フ
ァ
ア
ム
の
今
一
つ
の
事
例
も
、

お
な
じ
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
領
に
属
す
る
、

ス
ペ
ル
ソ
オ
ン
郡
の
ハ
ツ

ト
ン
国
民
件
。
ロ
村
に
つ
い
て
之
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
は
ハ
ッ
ト
ン
に
於
て
一
ハ
イ
ド
半

〔
の
土
地
〕
を
領
有
す
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
一
組
の
撃
隊
〔
に
よ
る
耕

作
〕
に
適
せ
り
、
而
し
て
夫
れ
(
一
組
の
翠
隊
)
は
〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
其
処
に
存
す
。
二
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
此
の
土
地
を

保
有
す
、

〔
其
処
に
は
〕

一
組
の
翠
隊
〔
の
牡
牛
八
頭
の
飼
育
〕
に
ふ
さ
は
し
き
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地

〔
あ
り
〕
。

此
の
土
地

は
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
拾
五
士
山
に
[
現
に
〕
価
ひ
す
。
〔
夫
れ
が
「
征
服
し
時
に
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
の
〕
有
に
帰
せ
し
と
き
も
同
額
〔
な
り

し
が
LJ 

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
は
弐
拾
志
(
壱
跨
)
〔
に
価
ひ
し
た
り
き
〕
。

〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
〕
二
人
の
ソ
オ
ク
マ
ン
夫

れ
を
領
有
し
た
り
き
、
彼
等
は
、

ロ
レ
エ
ヌ
の
ア
ル
ベ
エ
ル
な
る
者
が
従
者
に
し
て
、

〔
比
の
土
地
を
〕
売
却
・
譲
渡
す
る
こ
と
を
能
く

し
得
き
。
ム
7

や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
〉
夫
れ
は
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
存
せ
ざ
り
し
所
の
コ
オ
ル
ハ
ム

〔
の
所
領
〕

に
加
へ
ら
れ
居

れ
り
。

(
(
H
N
O
四

2
E印

(U052
芯

D
2
Z
同
刊
誌
。
ロ
σ
山
町
一
合

5

2

£
S
富
山
引
戸
港
-

吋
O
H
H
.
p

日

刊

h

ローロ
h
v
m
初旬

巾
昨
日
目
)
一
刊
明
一
行
・

ロ
ロ
。
ロ
山
口
担
ロ
い



芯
ロ

O
D
H
V回目
n
Z吋
EHHご
ち
】
1PHCHHHW
日

B
E
g
-
問。

n
g円円同

CML注
目
、
目
。
-
出
。
∞
・

ρ戸川凶
HM門HO
円。

noH)FHppm山門戸口伊丹巾
D
8
5℃。吋
OMNO岡山田

開
会
話
丘

r
u目
的
。
同
日
仏

O由
・
ロ
ロ
。
∞

ony白
5
8口
一
件
。

DEmw吋
己

8
5
二
g
g山口
g
〉
Z
∞
H・2
ド。

p
m
H目。ロ回目印

(
明
叫
)

MMOSD門
・
富
。
色
。
昌
吉
弘

g
g
s
E
。。-巾

F
P
B
Z
E
D
O
D
2
F
Z
5
3
2
H
N
m
w岡
山
由
開
門

Y
S丘町・))」

。
Hdwロ
円
一
口

OD仏叩吋
O
巾
門
弘
同
円
。

此
の
二
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
い
ま
ロ
ジ
ェ
ヱ
ル
伯
か
ら
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
る
一
ハ
イ
ド
半
の
土
地
の
存
在
す
る
ハ
ッ
ト
ン
村
も
、

そ
こ
に
は
、
別
に
、

4
h
a
n九
九
九
述
、
の
ウ
ォ
オ
ル
タ
な
る
者
が
オ
ゼ
レ
の
息
子
ウ
ォ
オ
ル
グ
(
前
掲
サ
リ
州
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
村
の
王
領
荘
園

の
記
述
箇
所
参
照
)
よ
り
許
さ
れ
て
領
有
し
て
い
る
、

一
ハ
イ
ド
一
一
一
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
と
三
分
の

〔
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
〕
の
土
地
の
存
在
し
た
こ

(

お

)

と
が
「
ブ
ク
」
の
オ
ゼ
レ
の
息
子
ウ
ォ
オ
ル
タ
の
所
領
に
関
す
る
記
述
部
分
よ
り
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
比
の
恐
ら
く
ス
ペ

(

M

)

 

ル
ソ
オ
ン
郡
の
一
小
村

v
m
g
]え
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
ハ
ッ
ト
ン
は
、
当
時
夫
々
領
主
を
異
に
す
る
三
つ
の
世
俗
的
所
領
に
分
割
き

れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
既
に
見
た
よ
う
に
そ
の
ロ
ジ
ェ
エ
ル
伯
領
の
部
分
は
ハ
ア
マ
ン
ヅ
ワ
ス
村
に
於
け
る
所
領
同
様
、

認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ハ
ア
マ
ン
ヅ
ワ
ス
の
在
る
エ
ル
ソ
オ
ン
郡
の
前
記
コ
オ
ル
ハ
ム
村
の
彼
の
荘
園
の
一
部
と
し
て
包
摂
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が

オ
ゼ
レ
の
息
子
ウ
ォ
オ
ル
タ
の
サ
ブ
テ
ナ
ン
ト
た
る
ウ
ォ
オ
ル
タ
が
此
処
ハ
ッ
ト
ン
村
に
領
有
す

(
因
み
に
、

る
所
の
土
地
に
於
て
、

一
人
の
ボ
オ
ダ
ア
以
外
に
其
処
に
存
せ
る
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
に
つ
い
て
は
、
彼
等
が
い
ま
土
地
を
フ
ァ
ア
ム
し
て

い
る
と
云
っ
た
事
情
は
之
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い

J

な
お
、
此
の
ハ
ッ
ト
ン
村
の
存
す
る
ス
ペ
ル
ソ
オ
ン
郡
に
於
て
は
前
記
ル
ウ
ア
ン
の
聖
三
位
一
体
修
道
院
が
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
領
有

し
て
い
る
が
、

そ
の
場
合
の
「
プ
ク
」
の
記
述
は
又
ま
さ
に
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

「
ス
ペ
ル
ソ
オ
ン
郡
に
お
い
て
聖
三
位
一
体
修
道
院
の
へ
ル
タ
ル
ド
は
今
や
(
「
調
査
」
時
に
)

主
よ
り
許
さ
れ
て
一
ハ
イ
ド

門
の
士

地
〕
を
領
有
す
。

門
「
征
服
」
時
に
以
耕
地
は
半
組
の
撃
隊
円
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
其
処
に
は
〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
U

夫

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体



領
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〔
文
〕
半
組
釣
竿
隊
〔
の
牡
牛
四
頭
の
飼
育
〕
に
ふ
さ
は
し
き
円
共
同

地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
〔
あ
り
月
比
の
(
|
一
ハ
イ
ド
の
)
土
地
は
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
拾
志
に
価
ひ
す
。

れ
こ
ハ
イ
ド
の
土
地
)
を
保
有
す
る
一
人
め
ヴ
ィ
レ
ン
あ
り
。

門
夫
れ
が
「
征
服
」
時

に
へ
ル
タ
ル
ド
の
〕
有
に
帰
せ
し
と
き
も
同
額
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
も
同
額
〔
な
り
き
U

。

此
の
土
地
を

〔
嘗
て
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時

代
に
〕

ハ
ロ
ル
ド
伯
が
家
来
ゴ
ル
デ
ィ
ン
グ
な
る
者
領
有
し
た
り
き
、
彼
は
被
(
ハ
ロ
ル
ド
伯
〉
の
許
諾
な
く
し
て
は
〔
此
の
土
地
を
〕

売
却
・
譲
渡
す
る
こ
と
を
能
く
し
得
ざ
り
き
。

(
(
H
P
ω
官
庁
S
B
σ

悶
ロ
白
血
司
白
色
。
窓
口
忠

出
命
円
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富
山
口
日

ω山口門広

A
d
ユ
巳
S
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日
。
。
。
色
白
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{
Z
E
E
-
叶
四
月
h
y
e
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8
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8
・
H
Z
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田
口
口
田
空
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日

Z
D
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2
5・
H
U

門出門戸口
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B
E
-
8
8
2
n
m・
出。円

件。円円山口問]四円

M内問。
-
5
2・
ρ
ロ
mwp円

四

C
吋叩円巾
MUCH子
明
日
HHHEHO円一円
0
8
3円
。
問
。
間
目
的
何
仏
当
MHE--
閉山
B
山口円巾「・

(

お

)

c
o
-
a
p
c回目
H
O
B
o
口。
HH同日円目的出叩
E
-
a
一口。
P
H
5
E
R
5ロ仏巾吋
σ
R
a白
HO
回目白叩

O
E日目町内叩丘町田・))」

白
山
口
の
ぢ
円
E
S
Zロロロ

此
の
一
ハ
イ
ド
の
土
地
が
ス
ペ
ル
ソ
オ
ン
郡
の
い
ま
い
か
な
る
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
夫
れ
で
あ
る
の
か
委
細
不
明
で
あ
る
が
、

「
調
査
」

時
こ
れ
を
へ
ル
タ
ル
ド
に
依
っ
て
プ
ァ
ア
ム
ー
ア
ウ
ト
せ
ら
れ
て
い
た
右
の
一
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
こ
そ
は
、

恐
ら
く
は
、

「
狂
服
」
以
前
ゴ

ル
デ
ィ
ン
グ
時
代
よ
り
引
続
き
此
の
土
地
の
土
着
民
と
し
て
、

領
主
的
権
威
を
承
認
し
つ
つ
も
な
お
来
だ
全
き
隷
属
民
と
言
わ
ん
よ
り

は
、
多
分
に
古
サ
ク
ソ
ン
の
自
由
な
る
小
土
地
所
有

(
H
ハ
イ
ド
的
土
地
所
有
)
農
民
の
伝
統
を
継
承
n
保
持
し
つ
つ
あ
っ
た
者
で
あ
ろ

ぅ
、
と
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
ド
ゥ
ル
セ
ク
ス
州
の
宗
教
的
所
領
、
次
い
で
ま
た
世
俗
的
所
領
に
お
け
る
ヴ
ィ
レ
ン
に
依
る
と
こ
ろ
の
、

.マ

ナ
或
い
は
マ
ナ
の
一
部
若
し
く
は
夫
れ
ら
に
準
ず
る
封
建
的
所
領
の
フ
ア
ア
ム
に
関
す
る
諸
事
例
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
め
場

合
、
フ
ァ
ア
マ
た
る
グ
ィ
レ
ン
が
領
主
に
約
し
た
る
所
の
貨
幣
形
態
の
慣
習
的
固
定
地
代
と
じ
て
の
フ
ァ
ア
ム
の
額
は
、
果
し
て
如
何
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
之
を
最
も
良
く
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、

い
ま
、
前
記
ウ
イ
ル
ズ
デ
ン
の
荘
園
を
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂



参
事
会
よ
り
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
っ
た
所
の
か
の
一
一
十
五
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
の
場
合
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
等
は
、
既
に
見

た
ご
と
く
、
年
額
六
ポ
ン
ド
六
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
彼
等
の
領
主
た
る
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
に
支
払
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
、

そ
こ
に
》

Q
k
h
可
喝
さ
さ
《
な
る
フ
レ
イ
ズ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
は
言
え
ヴ
ィ
レ
ン
に
つ
い
て
》

S
S
《
な

る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
母

¥
R
H
C

に
同
じ
関
係
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
爾
余
の
諸
事
例
の
場
合
に
あ
っ
て
も

事
態
は
同
様
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
フ
ァ
ア
ム
の
額
は
い
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
一

O
八
六
年
現
在
の
土
地
所
得
の
形
で
其
処

に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
一
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

扶
…
る
に
、

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
サ
リ
州
の
王
領
荘
園
な
ら
ざ
る
宗
教
的
所
領
に
関
す
る
「
ブ
グ
」
の
記
述
部
分
に
は
、
当
サ
リ
州

に
於
て
斯
く
の
如
き
宗
教
的
所
領
の
第
一
位
に
位
す
る
チ
ャ
ア
ト
シ
イ
ロ
宮
ユ
出
品
修
道
院
領
に
関
す
る
記
述
の
一
部
と
し
て
、
其
処
に

次
の
如
き
注
目
に
値
い
す
る
一
一
聞
が
認
め
ら
れ
る
。

2
2
a
o
D
を
領
有
す
。

「
ウ
ォ
オ
キ
ン
グ
郡
に
お
い
て
、
当
修
道
院
(
チ
ャ
ア
ト
シ
イ
修
道
院
)
自
身

(
l直
領
地
と
し
て
)
イ
イ
ス
ト
ー
ク
ラ
ン
ダ
ン
何
回
目
同

ゲ

ル

ド

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
夫
れ
は
〔
地
租
賦
課
上
〕

一
O
ハ
イ
ド
と
し
て
評
価
せ
ら
れ
た
り
、

今
や

(
-
調
査
」
時

に
於
て
〉
四
ハ
イ
ド
と
し
て
〔
評
価
せ
ら
る
〕
。
〔
「
征
属
」
時
に
〕
耕
地
は
五
組
の
翠
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
〔
現
在
「
調
査
」

時
に
於
て
〕
其
処
に
七
組
の
整
隊
と
共
に
六
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
十
三
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
あ
り
。
〔
又
其
処
に
〕
〔
放
牧
料
〕
六
匹
の
豚
〔
に

相
当
す
る
数
の
豚
ど
も
を
放
ち
飼
ふ
〕
に
ふ
さ
は
し
き
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
〕
。

エ
ド
ワ
ァ
ド
主
時
代
に
夫
れ
(
此
の
荘
)

は
「
其
の
土
地
所
得
上
〕
六
時
に
価
ひ
し
た
り
き
。
ム
マ
や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
)

〔
夫
れ
は
〕
四
時
明
〔
に
価
ひ
す
〕
、
而
も
、
夫
れ
を
保

有
す
る
ヴ
ィ
レ
ン
は
六
跨
を
納
む
。
(
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口
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E何回忌

2
5
4ロ

領
主
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支
配
と
農
民
共
同
体



領
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支
配
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農
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共
同
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二
四

叶
叩

5
3
5
H
N品
目
的
何
(
富
山
門
己

g
z
g円
i
z耳
目
的
・

E
C皆
同
日
日
目
]
日

σ
E回
一

Z
S
S
S
E
-
-山
口
町

(
お
)

門戸ロご
2
2円

g
B
5怠
C
D円
己

ロ

σ円
山
田
・
)
)

ωロ
己
目
。
巾

4
日

方

O
円
円
目
的
・

門
田
門
口
門
回
目
・

明
示
的
に
良
干
さ
さ
な
る
プ
レ
イ
ズ
は
何
処
に
も
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
ヴ
ィ
レ
ン
に
つ
い
て
な
3
8
な
る
勤
認
が
用
い
ら
れ

て
い
る
に
止
ま
る
と
は
言
え
、
依
然
そ
こ
に
ヴ
ィ
レ
ン
に
よ
る
フ
ァ
ア
ム
が
事
実
上
行
わ
れ
て
い
た
と
推
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
有
の
イ

イ
ス
ト
ー
ク
ラ
ン
ダ
ン
村
の
記
述
に
お
い
て

い
ま
わ
れ
わ
れ
の
注
目
に
値
い
す
る
の
は
、
其
処
で
は
土
地
の
価
値

(
E吉
〉
と
地
代
の

収
納
〈
Eh山
口
~
一
戸
司
、
町
長
ピ
ミ
)
と
が
は
っ
き
り
と
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
而
も
、
後
者
の
額
が
前
者
の
額
を
上
廻
っ
て
い
る
と

一
古
う
点
で
あ
る
。
比
の
点
に
於
て
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
曽
て
ヴ
ィ
レ
ン
に
よ
る
マ
ナ
の
フ
ァ
ア
ム
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な

証
拠
と
看
倣
し
た
と
こ
ろ
の
、

か
の
サ
リ
州
の
王
領
荘
園
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
に
つ
い
て
の
「
ブ
グ
」
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
其
処

で
は
、

「
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
夫
れ
(
此
の
荘
)
は
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
拾
五
蕗
に
価
ひ
せ
し
が
、

の
ち

(
「
征
服
し
時
)

に
は
拾
麗

ム
7

や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
は
)
弐
拾
萌
〔
に
価
ひ
す
す
而
も
夫
れ
は
参
拾
礁
を
納
む
」
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ

は
、
愛
に
、
前
者
の
イ
イ
ス
ト
ー
ク
ラ
ン
ダ
ン
村
の
フ
ァ
ア
マ
た
る
六
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
は
、
「
調
査
」
当
時
の
土
地
の
価
値
の
一
・
五

倍
に
当
る
も
の
を
現
実
に
地
代
i
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
領
主
た
る
チ
ャ
ア
ト
シ
イ
修
道
院
に
納
め
て
お
り
、
後
者
の
ガ
ム
シ
ャ
ル
村
の
フ
ァ

ア
マ
た
る
三
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
ま
た
、

「
調
査
」
当
時
の
土
地
の
価
値
の
一
・
五
倍
に
当
る
も
の
を
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
領
主
た
る
王

に
納
め
て
い
た
こ
と
、
を
夫
々
瞭
ら
か
に
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
イ
イ
ス
ト
ー
ク
ラ
ン
ダ
ン
の
場
令
、
フ
ァ
ア
マ
た
る
六
人
の
ヴ
ィ

レ
ン
た
ち
を
し
て
彼
等
の
い
ま
フ
ァ
ア
ム
す
る
土
地
の
一
・
五
倍
に
も
当
る
フ
ァ
ア
ム
を
領
主
た
る
チ
ャ
ア
ト
シ
イ
修
道
院
に
収
納
す
る

こ
と
を
ま
さ
に
可
能
な
ら
し
め
た
所
の
条
件
こ
そ
は
、
元
来
五
組
の
翠
隊
に
依
り
耕
作
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
面
積
の
耕
地
に
現
に
七
組

の
翠
隊
が
作
動
し
て
い
る
と
云
う
、
此
の
土
地
に
お
け
る

ι
E
g
a
4
0
.
な
農
耕
事
情
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
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領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

一一六

を
、
サ
リ
州
の
北
に
接
す
る
ミ
ド
ゥ
ル
セ
ク
ス
州
に
つ
い
て
見
て
来
た
わ
れ
わ
れ
は
、
同
様
の
「
ブ
ク
」
の
事
例
を
こ
の
た
び
は
サ
リ
州

の
西
隣
ハ
ン
プ
シ
ア
ロ
ω
B官
E
B
州
に
つ
い
て
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
時
ハ
ン
プ
シ
ア
州
に
於
て
ほ
、

「
ブ
ク
」
に
記
載
さ
れ
た
る
ハ
ン
ド
レ
ド
は
そ
の
数
す
べ
て
五
十
五
(
?
)
の
多
き
を
算
え
た
が
、

い
ま
そ
の
う
ち
ミ
イ
ア
ン
ス
ト
ウ
ク

Z
g
g
g
r
o
郡
と
マ
ネ
プ
リ
ゲ
己

fhgsミ
内
、
ハ
吋
〉
郡
と
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
立
京
地
に
、

夫
々
ア
ル
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
ク
〉
守

2
2
0
r
村
と
ミ
ル
ブ
ル
グ
冨
告
げ
円

oow
村
と
云
う
、
共
に
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
当
日

2
r
m
g門
司
教
領
た
る

二
つ
の
荘
園
に
関
す
る
次
の
如
き
記
述
に
接
す
る
の
で
あ
る
。

「
〔
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
〕
司
教
自
身
(
ー
そ
の
直
領
地
と
し
て
〉
ア
ル
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
グ
を
領
有
す
。

ニE

ド
ワ
ア

ド
主
時
代〔
にウ
，-，イ

初ン
め チ
LJ ス

そタ
は 司
〔教
地ゲ座

そ
は
常
に

大
聖
堂
附
属
ス
ン
ト
i

ス
ウ
ィ
ズ
ィ
ン

2
・

ω王
手
古
〕
修
道
院
〔
所
領
〕
内
に
在
り
た
り
。

租
賦
課
上
u

一
六
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
れ
た
る
も
、

エ
ド
ワ
ァ
ド
主
そ
を
一

O
ハ
イ
ド
に
引
き
下
げ
給
へ
り
、

市
し
て
今
日

(
「
調
査
」

時
に
於
て
)

も
依
然
そ
は
一
(
)
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
れ
あ
り
。

ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
そ
を

〔
嘗
て
〕
保
有
し
た
り
き
、
ま
た
〔
現
に
〕
保
有

す
。
其
処
に
十
五
組
の
翠
隊
と
共
に
四
十
八
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
あ
り
。

〔
又
〕
其
処
に
〔
放
牧
料
〕
二
匹
の
豚
〔
に
相
当
す
る
数
の
属
ど
も

を
放
ち
飼
ふ
〕
に
ふ
さ
は
し
き
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林
あ
り
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
十
五
組
の

〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ

り
。
〔
此
の
荘
は
〕
〔
其
の
土
地
所
得
上
〕
六
時
に
価
ひ
す
、

市
し
マ
常
に
価
ひ
し
た
り
き
:
:
:
。

((88
品
目
印
円
。
吉
田

H
8
2
〉
冨
-
即
日
目

田
g
n
v・
ω
0
5日U
2
E昨
日
ロ
目
。
ロ
自
己

2
山。、叶

2H回目)。円白河ぬ関山印刷仏
J
S
E目
的
。
。
。
向
。
白
内
居
間
}
円
。

uq即日比仏国-∞・

2
5
H
同

a
t
s
a
g
D円山
QD田
i
H

己
め
訟
の
門

Hugu内
E
a山
田
植
巾
片
山
仲
田

gHHHH包
c
-
d
E
B同
窓
口
口
巾

E
E
O
H
Zロ
SH'
目
立
自
己
比

i
ロ
巳
日
目
白
巳

2
5
M〈

g吋
cnz・

(
叩
叫
)

巳
EM凶
目
立

ao
ロ
日

uOR2・
叶

2
5
2門

M

内4
8
2
n
u・
C
E
H
2
2
c弘
巳
円
由
。
B匂
2
4山
口
σ
E
:
:
)
)」

「
〔
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
)
司
教
自
身
(
ー
そ
の
直
領
地
と
し
て
)
ミ
ル
プ
ル
ク
を
領
有
す
。

そ
は
常
ー
に

〔
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
座
大
聖
堂



附
属
ス
ン
ト
l

ス
ウ
ィ
ズ
ィ
ン
〕
修
道
院
〔
所
領
〕
内
に
在
り
た
り
。

ゲ

ル

ド

は
〔
地
租
賦
課
上
〕
五
ハ
イ
ド
と
評
価
せ
ら
る
。
ヴ
ィ
レ
ン
ど
も
そ
を
〔
嘗
て
〕
保
有
し
た
り
き
、
而
し
て
〔
現
に
〕
保
有
す
。
其
処
に

荘
園
庁
は
存
在
せ
ず
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
五
組
の
翠
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
其
処
に
五
組
の
和
平
隊
と
共
に
二
十
八
人
の

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
、

而
し
て
又
今
日
(
「
調
査
」
時
)
も
そ

ヴ
ィ
レ
ン
あ
り
、

ま
た
一
四
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
放
牧
地
〔
あ
り
〕
。

〔
其
処
に
は
又
〕

〔
放
牧
料
〕

五
匹
の
豚

〔
に
相
当

す
る
数
の
豚
ど
も
を
放
ち
飼
ふ
〕
に
ふ
さ
は
し
き
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
〕
。

エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
に
、

市
し
て
又
そ
の
後

(
「
征
服
」
時
)
に
、
更
に
今
日
(
「
調
査
」
時
に
於
て
)
も
〔
此
の
荘
は
〕

〔
其
の
土
地
所
得
上
U

百
志
(
五
鶴
)
に
価
ひ
す
。
{
(
H
U凶
巾

品
目
的
円
。

]ug
窓
口

2
7
F
Z
σ
g
n・
ω巾
B
匂
2
P
R
F
B。
口
回
目
門

2
日
0・
叶

O
B目
当
日
同
品
目
印
何
色
項
目
円
色
注
目
。
色
。
回

o
a
z
g
a日
円
買

0
4

Y
E
S
-
回
日
目
巳
円
。
ロ
ロ

σ円
ZH】
門
広
窓
口
叩

HHH・
Z
O
D
B
H
目
立

ω己
白
・
、
叶

2
5
2門

4
3
2門戸田・

門
司
)
山
田
口
口
付
凶
凶
4
同日目

己
口
出
口
円
門
戸

B
4

(
m
m
)
 

門
出
吋
己
の

F
。門
M

内
日
目
即
日
凶
日
目
印
匂

H・ω片
山
・
臼

E
p
a
o
J
1
3円
円
山
田
・
寸

0
5
3
2
列
。
間
山
田

HWQ45吋
2

2
吉
田
門

OHHHgao
口
弘
己
門
的
。
-
一
色
。
回
一
)
)
」

此
処
に
も
そ
れ
ぞ
れ
彼
等
の
属
す
る
荘
園
を
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
よ
り
「
征
服
L

後
の
一

O
入
六
年
の
「
調
査
」
時
点
に
至
る
迄
引
続

し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
彼
等
ヴ
ィ
レ
ン
!
|
|
前
者
ア
ル
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
グ

村
に
あ
っ
て
は
四
十
八
人
、
後
者
ミ
ル
ブ
ル
グ
村
に
あ
っ
て
は
二
十
八
人
ー
ー
が
、
全
体
と
し
て
そ
の
人
よ
り
当
該
マ
ナ
を
フ
ァ
ア
ム
し

卦
C

R

H

戸
時
詩
句
巳
.

つ
つ
あ
る
、
彼
等
の
領
主
た
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
に
納
め
る
所
の
フ
ァ
ア
ム
の
額
は
、

ア
ル
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
ク
村
の
場
合
六
ポ
ン
ド
、
、
、
、

ル
ブ
ル
ク
村
の
場
合
五
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
、

と
一
応
判
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
い
ま
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
此
の
両
村
と

も
に
其
処
に
領
主
直
営
耕
地
を
欠
如
せ
る
の
み
で
な
く
、
就
中
後
者
ミ
ル
ブ
ル
ク
荘
園
の
場
合
は
其
処
に
荘
園
庁

S
E
な
る
も
の
が
存

在
し
な
か
っ
た

(
見
室
町
え
ま
き
た
・
)
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
嚢
に
ミ
ド
ゥ
ル
セ
ク
ス
州
の
ウ
ィ
ル
ズ
デ

ン
村
に
お
け
る
ロ
ン
ド
ン
司
教
座
聖
ポ
オ
ル
大
聖
堂
参
事
会
領
の
マ
ナ
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
領
主
直
営
耕
地
の
欠
如
せ
る
事
実
を
確
認
す

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

二
七



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

二
人

る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

い
っ
た
い
き
た
ハ
F
m
巳
〉
と
称
ば
れ
る
も
の
は
、
元
来
単
な
る

Z
E巾

l

甘
口
出
た
る
に
止
ま
ら
ず
ま
た
マ

ナ
管
理
の
中
心
た
る
機
能
を
具
有
す
る
と
こ
ろ
の
狭
義
の

P
さ
ミ
円
尽
き

3
0
5
2ロ
与
を
代
表
す
る

S
3
Q
(
g戸
円
。
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
夫
れ
は
原
則
的
に
は
一
個
の
マ
ナ
に
不
可
欠
の
構
成
要
素
を
表
わ
し
、
夫
れ
が
領
主
又
ほ
宜
ハ
の
代
理
人
の
居
住
の
場

所
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
成
る
意
味
で
は
マ
ナ
そ
れ
自
身
で
あ
っ
た
と
も
謂
い
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
当
時
現
実
に
荘
園
庁

な
さ
マ
ナ
が
あ
り
得
な
か
っ
た
訣
で
は
決
し
て
な
く
、
事
実
由
民
々
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
斯
か
る
荘
園
庁
な
さ
マ
ナ
こ
そ
は
、
専

ら
農
員
た
ち
の
み
が
其
処
に
居
住
し
て
土
地
耕
作
に
従
事
し
つ
つ
あ
る
1

1

フ
ァ
ア
ム
ー
ア
ウ
ト
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
領
主
直

営
耕
地
の
欠
如
せ
る
マ
ナ
の
典
型
的
形
態
を
表
わ
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
レ
ン
に
よ
る
マ
ナ
の
フ
ァ
ア
ム
に
関
す
る
事
例
は
、

わ
れ
わ
れ
が
上
に
昆
た
る
ご
と
く
サ
リ
・
ミ
ド
ゥ
ル
セ
ク
ス
・
ハ
ン
プ
シ
ア

等
の
諸
州
の
存
す
る
南
東
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
是
れ
を
指
描
し
得
る
に
止
ま
ら
な
い
。
南
西
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
、
例
え
ば
デ
ヴ
ン
ロ

2s

(
m叫
)

。
ロ
川
に
於
て
も
わ
れ
わ
れ
は
是
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

プ
グ
」
は
、
同
州
に
お
け
る
直
接
受
封
者
の
所
領
の
う
ち
、

エ
ク
シ
タ
〔
司
教
座
大
聖
堂
参
事
会
員
〕
の
ゴ
シ
リ
ン

C
S
Rな
お
恥
師
号

同
し
門
町
内
九
旬
円
高
の
夫
れ
の
一
部
に
就
い
て
次
の
ご
と
き
記
述
を
残
し
て
い
る
。

王
時
代
そ
を
領
有
し
、

「
エ
ク
シ
タ
の
ゴ
シ
リ
ン
は
王
よ
り
許
さ
れ
て

h
q
h
H
S
E
R
b一
領
有
す
。
ケ
イ
ニ
ス
タ
(
U
Q

ミ
乱
立
な
る
者
〔
嘗

ゲ

ル

ド

一
ハ
イ
ド
半
〔
の
土
地
〕
に
相
当
す
る
地
租
を
納
め
た
り
き
、
而
し
て
彼
は
彼
の
欲
せ
し
処
い
づ
こ
へ
な
り
と
も

エ
ド
ワ
ァ
ド

往
く
こ
と
を
能
く
し
得
き
。

q征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
一
二
組
の
空
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
こ
れ
ら
〔
の
撃
隊
〕
を
六
人
の
ヴ
ィ

レ
ン
其
処
に
有
す
。
其
処
に
は
〔

E
S
E
b
と
し
て
収
益
〕
拾
五
片
を
生
み
つ
つ
あ
る
一
つ
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
粉
穣
場
あ
り
、

ま

た
五
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
あ
り
。

〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
放
牧
地
〔
は
〕
長
さ
二
フ
ァ
ア
ロ
ン
グ
、
幅
一
フ
ァ
ア
ロ



ン
グ
〔
た
り
〕
。

そ
は
村
拾
志
(
壱
層
)
の
地
代
を
生
む
。
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見
ら
る
る
ご
と
く
、

そ
こ
に
は
何
処
に
も
此
れ
ら
六
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
全
体
と
し
て
当
時
此
の
小
荘
園
を
領
主
の
ゴ
シ
リ
ン
よ
り

フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
想
わ
し
め
る
記
述
は
存
し
な
い
。

然
し
な
が
ら
、

此
の
村
に
関
し
て
は
、
「
ブ
ク
し
と
は
別
に
、

両
州
の
ほ
ぼ
全
土
、
デ
ヴ
ン
州
の
大
部
分
、
ド
オ
シ
ト
ロ
。

2
2
州
の
凡
そ
半
ば
、

南
西
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
、

ウ
ィ

Jレ
ト
シ

ア
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「吟
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の、 53
マ、日
ナ、名
に色
関
す
る、

「
ブ
ク
」
編
纂
に
先
立
ち
「
調
査
」
の

。門戸阿古川
L
H
d
E
B
印
を
整
理
し
た
る
も
の
を
主
体
と
す
る
、

(お〉

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
い
わ
ゆ
る
己
。

5
5
3
ω
Z
E
E
-
の
ひ
と
つ
|
|

そ
の
、
っ
ち
に

「
ブ
グ
」
に
収
録
せ
ら
れ
て
い
な
い
事
項
を
多
く
含
む
所
の
、

ロ
OHH
括的(目白〕¥

元
来
デ
ヴ
ン
の
エ
ク
シ
タ
司
教
座
大
聖
堂
の
図
書
室
に
保
存
さ
れ
来
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
通
常
》
h
芯
マ
同
さ
さ
き
包
旬
《

(
引
品
)

の
名
を
以
て
知
ら
れ
る
|
|
に
記
述
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

又
は

臥
同
凶

M
S
D

す
な
わ
ち
、

其
の
「
エ
ク
シ
タ
の
ゴ
シ
リ
ン
の
土
地
」

(叶
σ円E
C
O
印
円
。
】
百
円
安
川
何
回
回
目
円
巾
印
門
日
)

の
箇
所
は
、
次
の
ご
と
く
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ゴ
シ
リ
ン
は
町
内
E
N
Q
S
Q
E
R
と
称
ば
る
る
一
つ
の
荘
を
有
す
、

そ
を
ケ
イ
ニ
ス
タ

n
Q誌
な
マ
ま
な
る
者
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
の
生
き
且

つ
死
に
給
ひ
た
る
日
に
領
有
し
た
り
き
、

而
し
て
彼

((USR『
史
的
)
は
彼
の
好
み
し
如
何
な
る
主
人
の
許
に
も
赴
く
こ
と
を
能
く
し
得

ゲ

ル

ド

〔
当
時
〕
此
の
〔
荘
〕
は
一
ハ
イ
ド
半
〔
の
土
地
〕
に
相
当
す
る
地
租
を
支
払
ひ
た
り
き
。
此
れ
ら
〔
の
土
地
〕
は
三
組
の
翠
隊
に

き依
り
耕
作
せ
ら
れ
得
。
其
処
(
此
の
荘
)
に
ゴ
シ
リ
ン
六
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
を
有
す
、
彼
等
は
此
の
一
ハ
イ
ド
半
〔
の
土
地
〕
並
び
に
此
れ

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

九



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体
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ら
コ
一
組
の
翠
隊
を
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
保
有
す
、
市
し
て
年
に
守
富
山
富
か
と
し
て
収
益
〕
拾
五
片
を
生
む
一
つ
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕

粉
磁
場
、
五
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
、
長
さ
二
フ
ァ
ア
ロ
ン
グ
に
幅
一
フ
ァ
ア
ロ
ン
グ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
放
牧

地
〔
あ
り
〕
、
而
し
て
夫
れ
(
此
の
荘
〉
は
年
弐
拾
志
(
壱
萌
)
の
地
代
を
生
む
。
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日ロ-。口町四日門戸仏一口。

い
ま
同
目
立
NSF-aR
と
同
時
三
H
Q
き
吉
弘
Q

と
そ
の
綴
り
に
一
字
の
相
異
こ
そ
あ
れ
、
「
プ
ク
」
、
「
イ
ク
ス
ン
l

ド
ゥ

〈
お
)

ウ
ム
ス
デ
イ
」
両
書
の
記
述
が
同
一
の
村
落
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
ブ
グ
」
の
記
述
は
、
「
イ

見
ら
る
る
ご
と
く
、

ク
ス
ン
l

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
記
述
の
比
照
に
依
っ
て
初
め
て
能
く
そ
の
本
来
の
意
味
を
抱
握
し
得
る
筈
で
あ
り
、

一
O
八
六
年
当
時

此
の
村
の
六
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
は
全
体
と
し
て
此
の
荘
閣
を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
判
然
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
ブ
ク
」
は
、

同
じ
く
デ
ヴ
ン
州
の
直
接
受
封
者
の
所
領
の
一
円

J

、
「
デ
ス
レ
ベ
エ
ル
伯
の
息
リ
シ
ャ
ア
ル
の
土
地
」
(
寸

2
3

百
円
白
色
白
吉
印
の
U
F
Z円円円。。
B
E凶
〉
に
関
し
て
、
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

「
デ
ス
レ
ベ
エ
ル
伯
の
息
リ
シ
ャ
ア
ル
は
王
よ
り
許
さ
れ
て
リ
ム
ス
ト
ウ
ン

P
ヨ
ロ
宮
g
s
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h
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色
町
札
口
お
む
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を
領
有
す
、
市
し
て
ウ
ィ

リ
ア
ム

尽
き
ぬ
ミ
ま
な
る
者

ゲ
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ド

門
賞
閏
て
〕
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
持
代
に
そ
を
領
有
し
た
り
き
、
而
し
て
〔
当
時
〕
そ
は
一
ハ
イ
ド
と
一
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
の
土
地
に
相
当
す
る
地
租

モ
ミ
ミ
さ
ま
な
る
者
〔
ま
た
〕
役
ペ
リ
シ
ャ
ア
ル
)

よ
り
詐
さ
れ
て

〔
同
処
を
領
有
す
〕
。

サ
ワ
ァ
ド



を
納
め
た
り
き
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
入
組
の
型
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。
其
処
(
此
の
荘
)
に
は
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
六

人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
二
人
の
奴
隷
と
存
す
。
嘗
て
の
〔
時
代
、
そ
は
〕
拾
鶴
〔
に
価
ひ
し
き
〕
。
今
や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
)
そ
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に
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見
ら
る
る
ご
と
く
、
此
の
場
合
に
於
て
も
、
斯
か
る
一
群
の
隷
属
的
農
民
た
ち
が
全
体
と
し
て
、
此
の
荘
園
を
、
領
主
た
る
・
リ
シ
ャ

ア
ル
の
サ
ブ
テ
ナ
ン
ト
|
ウ
ィ
リ
ア
ム
よ
り
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
、
如
何
な
る
記
述
も
其
処
に
は
存
し
な
い
。

然
し
乍
ら
、
比
の
村
に
関
し
て
も
、
「
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ク
ス
ン
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ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
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の
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所
の
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と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
し
く
次
の
如
く
読
む
の
で
あ
る
。

「
ヂ
ス
レ
べ
エ
ル
伯
の
息
リ
シ
ャ
ア
ル
は
、
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ス
ト
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ン

hssh室町
と
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ば
る
る
所
の
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つ
の
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を
有
す
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そ
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死
に
給
ひ
た
る
日
に
領
有
し
た
り
き
、
荷
し
て
〔
当
時
〕
そ
は
、

ゲ

ル

下

ギ
ト
〔
の
土
地
〕
に
相
当
す
る
地
租
を
支
払
ひ
た
り
き
。
此
の
〔
土
地
〕
は
八
組
の
翠
隊
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せ
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れ
得
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な
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よ
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す
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此
の
〔
土
地
〕
に
関
し
て
、
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
六
人
の
ボ

オ
ダ
ア
と
二
人
の
奴
隷
と
は
、
ー
ハ
礎
を
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
納
む
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し
て
リ
シ
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ア
ル
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の
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征
服
」
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よ
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(
(
担

g
a
s
E
E由
。

E
O
Z
H
Z
n
o
H
H
H
E
m
E
σ
a
F
B
m
g回目。ロ巾
g
s
c
m
C
O
S
E円

H
k
g
g
S
E
A
S旨

HgcEω
田口口

m
w
E
5
8
丘
四
門
官
邸
・
同
諸
問
。
当

mw吋
(
吉
田
苫
広

i
J
1
5
2
B
Oユロ
5

2
吋巾島内出血

Hけ
な

E
C
B
日

v
g
F

}
回
目
円
山
田
叩
門
戸
巳
品
同
・
回
目
ロ
の

U
S
E
D叶

P
E
S
-
-
F
n
P
E
n
s
-
回目白

n
g
H
H
2
4『
巴
己

5
5
の
名
門
白
骨
目
立

S
E
0・
り
ぬ
げ
山
口
吋
叩
窓
口
口

HM内

領
主
的
支
配
と
農
民
共
肉
体
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E
H
U
E
2
J
A
ぎ
丘
R広
町

門

出

回

0
2
-
t広

E
)包
凶
包
同
町
S
ω
B
巧
自
己
B
。.

(
叩
岨
〉

〔
吋

Aun叩
一
旬
日
付
〕
ロ
m
w
H
Z
)白
門
凶
]
』
ぴ
片
山
州
国
・
)
己

開門

DgD仏。

HN-sagEDの
B
S回
目
。
口
町
呂

昆
ら
る
る
如
く
、
ヂ
ス
レ
ペ
エ
ル
伯
の
息
子
リ
シ
ャ
ア
ル
の
サ
ブ
テ
ナ
ン
ト
た
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
l

カ
ブ
ラ
が
領
有
す
る
リ
ム
ス
ト
ウ
ン

の
荘
園
の
場
合
も
、
此
の
荘
園
に
関
す
る
さ
き
の
「
プ
ク
」
の
記
述
の
真
に
意
味
す
る
所
の
も
の
は
、
同
じ
此
の
荘
園
に
関
す
る
「
イ
ク

ス
ン
i

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
記
述
を
併
せ
読
む
こ
と
に
依
り
初
め
て
能
く
之
を
把
握
し
得
る
の
で
あ
り
、
此
処
で
も
一

O
八
六
年
当
時

此
の
村
の
隷
属
的
農
民
た
ち
は
全
体
と
し
て
此
の
荘
園
を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
歴
然
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
此
の
リ
ム
ス
ト
ウ
ン
荘
園
の
隷
属
的
農
民
と
し
て
は
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ツ
の
ほ
か
に
、
其
処
に
六
人
の
ポ
オ
ダ
ア
、
二
人
の

奴
蒜
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。

ボ
ア
ダ
ア

S
E
h
qと
は
、

「
プ
ク
」
に
於
て
は
、

そ
の
種
々
の
形
態
の
「
小
屋
住
農
」

(円
OHhN三
小
町
口
同
町
内
F
S
M
Q
P
S
H町
三
)
と
並
ん
で
、
ヴ
ィ
レ
ン
官
民
営
三
よ
り
下
層
の
、

一
般
に
中
世
的
な
直
接
的
生
産
者
|
|
直
接
耕
作

に
従
事
す
る
土
地
占
有
者
と
し
て
の
封
建
的
隷
属
農
民
中
そ
の
零
細
農
の
階
層
を
代
表
す
る
者
で
あ
り
、

少
く
と
も
其
の
一
部
は
、
「
征

服
」
以
前
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
末
期
の
「
レ
グ
テ
ィ
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス
」
(
同
2
2
z
a
E
B
ω
山
口
四
戸

E
E
S
H
U
O吋
由

0
5
2
5
)
に

お
け
る
コ
ト
セ
ト
ラ

E
U向
HE
同
様
、
元
来
ア
ン
グ
ロ
ウ
I

サ
グ
ソ
ン
の
奴
隷

(mv 

る
の
で
あ
る
が
、
奴
認
が
テ
ナ
ン
ト
た
る
ヴ
ィ
レ
ン
・
ボ
オ
ダ
ア
と
並
ん
で
此
処
に
登
場
す
る
の
は
、

F
M
H
同
色
Nt

の
解
放
せ
ら
れ
た
る
者
の
社
会
的
末
膏
に
属
す

或
い
は
甚
だ
し
く
奇
異
に
感
ぜ
ら

れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
言
う
迄
も
な
く
、
も
と
も
と
奴
隷
は
、
古
代
的
な
直
接
的
生
産
者
と
し
て
、

円
出
向
笠
立
に
は
も
ち
ろ
ん
デ
I

フ
ァ
ク

ト
ー
に
も
生
産
手
段
の
所
有
u
占
有
よ
り
「
経
済
外
的
強
制
」

(
E
P忌
Z
E
B
-回
口
町
立

N
d『
担
問
問
〉
に
依
っ
て
全
く
切
り
離
さ
れ
て
い
る

の
が
、

そ
の
常
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
此
の
リ
ム
ス
ト
ウ
ン
荘
園
の
二
名
の
奴
隷
の
場
合
、
彼
等
は
斯
か
る
本
来
的
な
「
被

給
養
奴
隷
」
ハ
旬
ミ
又
」
マ
ロ
守
同
誌
を
込
〉
よ
り
、

既
心
「
保
有
奴
隷
」
(
句
令
官
民
円
S
Q
H
O
に
移
行
自
転
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
彼
等



そ
の
社
会
的
経
済
的
実
体
に
於
て
は
、

(
州
制
)

〔由円口}戸田白

]
Z
Z岳
山
円
円
。
ロ
仏
印
門
戸
巴
σ
2
m
o
D
O〕
E

の
範
曙
に
入
れ
ら
る
べ
き
者
で
あ
っ
た
、

は
、
法
的
身
分
的
に
は
兎
も
角
ト

最
早
マ
ル
グ
ス
の
謂
う
と
こ
ろ
の

昭
一
平
田
口
凹

S
E
E
m
m
O
H出

と
筆
者
に
は
推
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

耳
目
仏
間

P

E
吋
印
)
〔
〉
ヴ
C
C
宵
官
同
町
白
血
目
門
戸
叩
山
一
吋
HW由

N
Vミ
諸
問

M
R
E
H
C向。旬、
b
b
p
H
q
¥
同苫
h
・N
b
立
-
E
-
げ
可
同
・
。
・
巴
ミ
ヴ
可
〕
・
日
己
目
匂
N
H

参
照
。

(
m
m
〉
り
・
悶
J

戸
同
0
日
・
白

σ・
ミ
ル
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
は
、
出
・
。
-
U回
忌
可
伶

ρ
岡山・ぐ

R
認
可
・
民
営
・
弘
・
・
呂
田
町
出
参
照
。

(
却
)
但
、
デ
ヴ
ン
州
に
関
し
て
は
、
此
の
州
に
お
け
る
所
領
の
記
述
に
あ
た
っ
て
、
「
ブ
ク
」
も
後
述
の
「
イ
ク
ス
ン
l

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
も
執

れ
も
、
当
該
所
領
の
属
す
る
ハ
ン
ド
レ
ド
名
は
之
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
此
の
州
の
場
合
地
名
の
同
定
。
宕
己
広
g
t
oる
は
頗
る

困
難
な
る
こ
と
を
予
め
承
知
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ハ
釘
〉
門
U

同
・
河
内
-
h
J
U同
t
q
p
F
m
C
ゲ

ロ

o
S
司・

(

m

記
〉
り
・
回
二
戸
内
申
「
H
H
ω

目・

〈
お
)
冨
白
山
門

U
E・
e-
丘
町
二
日
u
-
H
・アデ

イ
タ
〆
ン
ト
ウ
ム

(
担
)
引
用
は
、
前
記
「
プ
ク
」
の
補
巻
(
註
1
参
看
)
に
収
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
拠
っ
て
、
ロ
・
ロ
ニ
円
〈
-
H
U
-
H

公
o
-
-
H
)

の
形
で
行
う
。

(
お
)
ロ
・
回
二
回
〈
・
匂
・
ω
U
1
H
(
向。~・
ω

也市山)・

(
お
)
〔
リ
同
・
判
、
・
。
・
同
J

b同
S
F
F
S
H
-
E門司叶・

ハ
町
出
)
り
・
切
J

戸
時
三
-
H
H
ω

白・

ハ
叩
却
〉
ロ
・
切
よ
H

く
・
℃
-
A
H
N
日(同
D
H
・九段山())・

ハ
却
〉
詳
細
は
、
拙
著
『
形
成
』
第
五
篇
、
特
に
そ
の
こ
九
五
|
三

O
五
貰
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

〈
ω)
阿
国
ユ
又
R
F
U
S
M門
白
、
た
と
ハ
〉

5
m・
4
・玄・
1
開・
1
H
E

阿・
γ
ロ
ア
∞
品
0

・

IV 

い
っ
た
い
、

一
O
八
六
年
現
在
総
数
二
五
、
一
五
六
を
算
せ
る

「
プ
ク
」

(

但

)

の
奴
隷
の
社
会
前
経
済
的
性
格
に
関
し
て
は
、
従
来
研
究
者

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体
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四

ハ
何
日
〉

に
依
っ
て
一
般
に
言
わ
ば
ア
1

プ
リ
オ
リ

i
に
「
被
給
養
奴
隷
」
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
き
た
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

物
故
せ
る
フ
ィ
ン
パ
ア
グ
は
、

一
九
五
一
年
一
躍
彼
の
名
を
学
界
に
高
か
ら
し
め
た
、

そ
ク〉

代
表
作
E弓

タ
ヴ
イ

ス

グ ー

修昨
道年
院公(
!o=刊

EV2 
ぷ号

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
ブ
ク
の
崎
町
三
史
的
の
地
位
に
は
な
ん
ら
の
腰
昧
さ
も
存
し
な
い
。
彼
は
回
目
当
-O

す
な
わ
ち
ア
ン
グ
ロ
ウ
?
サ

〈
州
制
)

グ
ソ
ン
諸
法
の

H
F
S
ミ
で
あ
る
。
彼
は
購
入
し
得
、
或
い
は
売
却
し
得
る
・
:
・
」
と
断
定
し
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

l
ド
フ
が
嘗
て
「
ブ
ク
」
の

ハ
勾
)

何
時
可
ミ
を
♂
2
2
2
∞-mJ12.
と
な
し
た
こ
と
を
問
題
と
し
、

て、

又
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
の
認
可
可
ま
を
訳
す
の
に
常
宵
的
に

a

目
立
・
な

『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
記
念
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
史
』
は
混
乱
に
一
層
輪
を
か
け
た
」
と
『
諸
州
史
』

〈

M
明

)

に
お
け
る
「
ブ
ク
」
の
テ
グ
ス
ト
の
一
九

O
O年
以
来
の
す
べ
て
の
訳
者
た
ち
を
非
難
す
る
態
度
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
語
を
用
い
る
こ
と
に
依
っ
て
、

然
し
な
が
ら
、

「
ブ
グ
」

に
お
け
る
臼
町
三
三
を
以
て
、

一
概
に
い
ま
、

そ
の
人
格
が
全
面
的
に
否
定
せ
ら
れ
た
物
件

l
iい
わ
ゆ
る

民

3同

H
E
3
H
S
S
3
5
2
h
m
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
生
産
手
段
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
生
産
物
の
一
切
を
挙
げ
て
紋
の
人
格

の
所
有
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

た
だ
所
有
主
に
依
っ
て
養
わ
れ
る
の
み
で
、
家
族
の
形
成
す
ら
之
を
認
め
ら
れ
ざ
る
直
接
的
主
産
者
と
断

じ
去
る
の
は
、

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

夫
れ
に
就
い
て
は
、
愛
に
興
味
深
い
一
つ
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

今
日
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
大
学
ボ
ド
ゥ
リ
図
書
館
切
o
a
m
Eロ
F
U
B子
O
M同

O
E
に
は
、
未
刊
の
「
マ
リ
ア
1

1

ヌ
ス
年
代
記
の
ヘ
リ
フ
ォ
ド

司
教
ロ
ベ
エ
ル
に
依
る
抜
翠
」
由
民
巾
〔
円
〕
宮
山

OMNaza出
買
え

oEos-回
開

匂

2
8
1
含
の
可
。
巳

g
冨
向
山
口

-sc
と
題
す
る
、
す

ぺ
て
二
十
四
平
よ
り
成
る
と
こ
ろ
の
小
冊
子
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
第
七
章
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
彼
の
治
世
第
廿
年
に
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
命
に
依
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
の
、

円
す
な
は
ち
〕
其
の
各
州
の



土
地
の
、
夫
々
す
べ
て
の
有
力
者
た
ち
の
領
地
の
、

一
つ
の
調
査
行
は
れ
た
り
。
此
の
〔
調
査
〕
は
、
耕
地
と
居
住
地
と
に
関
し
、
自
由

民
は
固
よ
り
ま
た
不
自
由
民
、
家
と
耕
地
持
分
と
を
有
し
た
る
者
は
回
よ
り
ま
た
小
屋
に
住
み
し
者
に
関
し
、
翠
隊
、
馬
匹
そ
の
他
の
家

畜
に
関
し
、
全
土
に
在
る
と
こ
ろ
の
総
て
の
者
よ
り
受
く
べ
き
諸
奉
仕
、
諸
給
付
に
関
し
、
な
さ
れ
た
り
。
他
の

(
l第
二
次
の
)
調
査

員
達
(
調
査
団
)
は
、
最
初
の

(
1第
一
次
の
)
者
達
(
調
査
団
)

に
続
け
り
。

〔
す
な
は
ち
〕

人
々
は
、

彼
等
が
最
初
の
調
査

〔結

果
〕
を
確
認
す
る
の
機
会
を
与
へ
ら
れ
ん
が
た
め
に
、
而
し
て
若
し
ま
た
必
要
と
あ
ら
ば
、
夫
れ
(
最
初
の
調
査
結
果
)
の
創
出
者
達
を

王
に
対
し
罪
を
犯
せ
る
者
と
し
て
告
発
す
る
の
機
会
を
与
へ
ら
れ
ん
が
た
め
に
、
彼
等
の
知
ら
ざ
り
し
と
こ
ろ
の
、
彼
等
自
身
に
と
り
未

知
の
土
地
た
り
し
と
こ
ろ
の
、
諸
州
に
派
遣
せ
ら
れ
た
り
。
市
し
て
〔
そ
の
後
〕
国
土
は
王
の
金
銭
(
ゲ
ル
ド
)
の
徴
集
に
起
因
す
る
幾

多
の
惨
禍
に
悩
ま
さ
る
る
こ
と
と
な
り
ぬ
。
(
吉
片

B
け
B
D
5
M
M内

E
S
C
E
-
-己
B
r
問
。
聞
広
〉
白
色

0
2
5・門戸口
o
E
σ
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F
o
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s
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件
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江
戸
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回
〉
口
開
口
宮
内
向
円
HmHO叩け門目。田口立問
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宮
山
間
己
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回
目
白
岡
巳
民
ロ
日

]VH04En-RES-
宮
吉
田
由
自
由
回
目
。
巳
吉
印
白
山
口
関
口

-025H)吋
O
B
E
E
-

E
晶
江
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g
2
5・
E

B山口印
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E
σ
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L
D
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H
o
g
g
-
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二
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目
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宮
門
F
S
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E
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m
g
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S
E
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5
w

門戸
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E
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B
8
2
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吋
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∞
吉
田
回
目
門
H
8
5
u
E
W
E
S
ロ5
5
E
2
Z
5
2
2
0
H
2
z
s
-吉田
H
5
5・
Z
8
2
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2

8
ロ∞ロ

H
o
t
z
m
g円
B
O
O
Bロ
E
B
-
k
z
E
ρ
巳∞
-HO吋
g
吉
田
門
川
正

om・
2
日
間
ロ
。
江
白
血
広
D
2
8
5
5四
宮
口
門
戸
吋
匂
円
04Hpnむ
♂
丘
町
長
日

ωロ。
EHHM

a
g
n立ち
t
o
D
O
S
H名
門
o
y
g仏
2
0
E
2
吋巾

m
-
g印円。。∞

no白日
5
5
5巳
・
目

4
0
M
g
g
g
H
H四円
5

5
ロ
呂
田
門
戸
白
色

σ
5
0
M
g
D間同
0
・

(
円
引
)

mmtoロ
σ
円叩一州市阿-山田句白門戸口円

mH叩
匂
円
。
円
四
仏
叩
DHFぴロ凹・

)
)
I

」

右
の
テ
グ
ス
ト
は
、
抑
々
一
九

O
七
年
前
記
ボ
ド
ゥ
リ
図
書
館
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
蒐
集
中
か
ら
当
時
そ
の
実
証
的
能
力
に
於
て

か
の
ラ
ウ
ン
ド
を
除
き
彼
の
右
に
出
ず
る
者
無
し
と
さ
れ
た
独
学
の
天
才
的
文
献
学
者
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
ス
ン
に
依
り
発
見
せ
ら
れ
、

=司

英

国
史
学
評
論
』
誌
上
に
報
告
、

公
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
ロ
ベ
エ
ル
は
均
ロ
甲
町
ミ

h
a
s
h
Q

と
も
言
わ
れ
、
も
と
大
陸
ロ
レ
エ

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

五



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

一六

ヌ
地
方
の
出
身
、

一
O
七
九
年
よ
り
一

O
九
五
年
の
其
の
死
に
至
る
ま
で
へ
リ
フ
ォ
ド
出
o
g
F
E
司
教
の
地
位
に
在
り
、

フ
ル
ダ
に
隠

遁
生
活
を
送
れ
る
の
ち
マ
イ
ン
ツ
に
残
せ
る
も
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
修
道
僧
宮

R
-
8
5
p
a
g
o
o
N∞
1
∞
巴
の
有
名
な
年
代
記

を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
将
来
せ
る
者
と
さ
れ
る
が
、
学
識
あ
る
此
の
聖
職
者
の
前
記
小
冊
子
の
内
容
は
、
実
は
其
の
表
題
の
暗
示
す
る
が
如

き
も
の
と
は
凡
そ
程
遠
く
、
マ
リ
ア

l
ヌ
ス
の
年
代
記
に
基
づ
き
彼
の
ク
ロ
ノ
ロ
デ
イ
に
関
す
る
技
術
論
を
展
開
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而

「
ブ
ク
」
が
成
立
し
た
と
同
じ
一

O
八
六
年
に
偶
々
書
か
れ
た
右
の
小
冊
子
の
前
掲
記
述
部
分
は
、
今
日
「
ブ
ク
」
の
成
立
過
程

し
て
、

に
関
す
る
研
究
に
於
て
最
高
水
準
を
代
表
す
る
ギ
ャ
ル
プ
レ
イ
ス
に
従
え
ば
、

そ
の
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
文
書
形
態
に
於
て
、

S
D
目
σ目。
E
H叩E

守
円
。
己
叩
H
H
H
M
U
O
B

弓

5
0片
山
門
可
山
内
円
。
ロ
ロ
ゲ

J
y
o
g門
口
町
田
円
山
口
(
回
目
。
凹
門
円
四
日
U
E
0
2
8
E
O問
看

ymH
巧
自
己
。
ロ

σ
E
H
o
g
-
と
そ
の

史
料
的
価
値
を
評
価
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

か
の
「
ア
ン
グ
ロ
ウ
1

サ
ク
ソ
ン
年
代
記
」
〉

Z
E
I
F
M
S
P
E
D
-
n
r
一
O
八
五
年
の

条
の
周
知
の
「
調
査
L

に
関
す
る
記
述
を
補
足
す
る
も
の
、
否
夫
れ
以
上
に
典
拠
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
え
さ
れ
て
、
当
時

征
服
王
に
対
し
騎
士
十
五
人
を
差
出
す
べ
き
軍
事
的
奉
仕
の
義
務
を
負
え
る
当
代
の
重
要
な
直
接
的
受
封
者
へ
リ
フ
ォ
ド
可
教
ロ
ベ
エ
ル

自
身
、

「
年
代
記
」
に
日
う
と
こ
ろ
の
一

O
八
五
年
の
降
誕
祭
後
の
グ
ロ
ス
タ

2
2
2巳
2
に
お
け
る
征
服
王
の
賢
人
た
ち
と
の

(
必
)

甚
な
る
談
合
」
(
ミ
志
向
、

shh苫
将
司
)
の
席
に
列
な
っ
た
人
物
の
一
人
に
相
違
な
い
と
せ
れ
閥
、
そ
の
生
涯
の
大
部
分
を
「
ブ
ク
」
の

一「

深

研
究
に
捧
げ
て
先
頃
物
故
せ
る
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
学
者
フ
ィ
ン
に
依
っ
て
も
亦
、

ロ
ベ
エ
ル
の
右
の
記
述
は
、
恐
ら
く
は
当
時
征
服
王
に

依
っ
て
諸
方
に
派
遣
さ
れ
た
〔
第
二
次
〕
調
査
員
団

Q
同
右
足
〉
の
一
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
人
物
の
手
に
成
る
所
の
記
述
と
看
倣
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

抱
て
、

「
ブ
ク
」
の
成
立
過
程
に
関
す
る
第
一
次
史
料
と
し
て
上
述
の
ご
と
く
高
く
評
価
せ
ら
れ
る
所
の
右
の
記
述
に
就
い
て
、

わ
れ

わ
れ
の
い
ま
深
く
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
|
|
夫
れ
は
従
来
管
見
の
及
ぶ
課
り
に
於
て
い
ま
だ
何

σと
に
依
っ
て
も
十
分
適
切
な
る



住
意
を
払
わ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
が
|
l
e
は
、

そ
こ
に
「
自
由
民
は
固
よ
り
ま
た
不
自
由
民
、
家
と
耕
地
持
分
と
を
有
し
た
る
者
は
囲

よ
り
ま
た
小
屋
に
住
み
し
者
」
(
宮
室
.
3

凡さ
L
Q遠
足
ミ
師
向
む
き
志
向
ミ
♂
芯
ぎ
な

s
h
E
S
S
S
S
F
a
g
S
S
E
-
Q
S議
芯
岳
雪
印

句

H

Q

h
司、
2
ー守的同紅白
a
H
弘
吉
伺
)
な
る
プ
レ
イ
ズ
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
是
れ
は
、
瞭
ら
か
に
、

そ
の
前
半
は
当
時
の
農
民
を
彼
等
の
法
的

身
分
の
観
点
よ
り
分
類
し
、
ぞ
の
後
半
は
こ
れ
を
彼
等
の
経
済
的
条
件
の
観
点
よ
り
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
後
は
ア
ポ
ジ
シ
ョ

「
自
由
民
」
は
「
家
と
耕
地
と
を
有
し
た
る
者
」
に
他
な
ら
ず
、

み
し
者
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
当
時
法
的
に
「
不
自
由
民
」
た
り
し
所
の
奴
隷
は
一
般
に
「
小
屋
に
住
み
し
者
」
、
ま
さ
し

法
的
に
は
飽
く
ま
で
自
由
民
た

ン
の
関
係
に
於
て
明
白
に
相
照
応
し
、

「
不
自
由
民
」
は
「
小
屋
に
住

く

dEHO門

凶

悶

】

ω諸
国
¥
》
旬
同
司
、
又
ミ
旬
む
と
《
ー
|
|
之
を
要
す
る
に
「
保
有
奴
隷
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

(

日

)

り
し
と
こ
ろ
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
い
ま
そ
の
社
会
H

経
済
的
実
体
を
閉
じ
う
す
る
存
在
こ
そ
が
、
当
時
〔
事
情
に
十
分
精
通
し
て
い
た
に
相
違

(

間

出

)

ハ

同

制

)

な
い
」
ロ
ベ
エ
ル
に
依
っ
て
其
処
に
表
象
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
瞭
ら
か
に
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ブ
ィ
ン
バ
ァ
グ
の
如
く
「
プ
ク
」
に
ち
け
る
た
ミ
仇
を
以
て
一
概
に
自
由
市
場

(
C
]
u
g

呂
田
司
日

8
3
に
於
て

斯
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

普
通
売
買
せ
ら
れ
得
た
で
あ
ろ
う
所
の

h

ミ
ミ
マ
己
申

S
を
込
(
「
被
給
養
奴
隷
」
)

以
下
こ
の
こ
と
を
な
お
デ
ヴ
ツ
州
に
つ
い
て
今
少
し
く
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

デ
ヴ
ン
州
に
は
、

一
O
八
六
年
当
時
、

そ
こ
に
直
接
受
封
者
と
し
て
パ
ク
フ
ァ
ス
ト

出

mwnw同
p
a
J

タ
ヴ
ィ
ス
ト
ク
と
い
う
ニ
つ
の
修

道
院
が
存
し
た
が
、
前
者
の
土
地
に
関
し
て
、
ま
ず
「
プ
グ
」
に
は
次
の
ご
と
き
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。

ゲ

ル

F

は
修
道
院
の
首
地
た
り
。
そ
は
絶
え
て
地
租
を
支
払
ひ
し
こ
と
な
し
。

「
パ
ク
フ
ァ
ス
ト

N
u
q
g
Hミ

其
処
に
は
一
人
の
鍛
冶
、

組
の
翠
隊
と
共
に
十
人
の
奴
隷
あ
り
。

森
林
ミ
ミ
l土

長
さ
一
リ
イ
グ

同
町
立
円
h
H

・

幅
半
リ
イ
グ
た
り
。

((切
4
円
一
向
巾
凶
片
岡
・

0

0
田
仲
門
出
℃
己
門

υσ
ず
釦
片
山
県

u
-
Z
C
H五
ロ

MHHHHmo居
間
同
口
広

-
H
Z
g
H
一
ロ
ロ
ロ
田
内
田
宮
吋

2

M
的
叩
吋

c
-
2
5
ロ

g

g門戸田・

ω--cm
日
目
巾
ロ
門
回
目
。
口
問
ロ
ロ
門
出
口
0

0
門

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

七
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而
し
て
、
右
の
「
ブ
ク
」
の
記
述
に
照
応
す
る
例
の
「
イ
グ
ス
ン
l
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
同
じ
パ
ク
フ
ァ
ス
ト
に
関
す
る
記
述
は
、

左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

f事:
乍且γ ー寸

を修
納道
め院
た長
る

とグ
なフ
しア
。ス

其ト
処

修
道
院
長

N
W
H』

qamhH可
h
H

と
称
ば
る
る
一
つ
の
荘
を
有
す
、

而
し
て
そ
は
修
道
院
の
首
地
な
る
が
、

」
は
絶
え
て

一
人
の
鍛
冶
と
、
二
組
の
翠
隊
を
有
す
る
十
人
の
奴
隷
と
を
有
す
、
而
し
て
其
処
に

修
道
院
長
三
匹
の
豚
〔
を
放
牧
料
と
し
て
徴
す
る
権
利
〕
を
有
す
る
も
、

〔
そ
は
〕
長
さ
一
リ
イ
グ

h
g
h
p
幅
半
リ
イ
グ
の

〔
直
営
地

と
し
て
の
〕
雑
木
林
ミ
さ
ま
宮
内
尽
き
に
関
し
て
〔
の
事
な
り
〕
。
(
(
〉
ヴ
ヴ
S
E
σ
a
H
H
H
g
D回目
0
5
5
2
C
8
5
3
2円
切
己
同

g
H
3
2
2門

円
即
日

M
C
H
m
σ
E
2
8
2
2
S
ロロ
D
A
g
s
H
a
a
S
E
包

E
ロ
B
-
H
Z
F
P
σ
a
mげ
ず
山
田
同
町
釦
ヴ

2
5
2
M
8
2
2
門
吉
山
富
σoD門
出
口
白
吋
ロ
nm印

(
日
)

2

5日
目
阿
倍
ゲ

O
付

与

ヴ

知

的

E
H
5
5
2
2
-
-
2岡
山

5
5
5
R
U
E
-
o
D岡山
z
a
D
0
2
2
5
E
U
B
E
E
-
z
a
s・))」

そ
れ
ぞ
れ
に
記
述
せ
ら
れ
た
事
柄
に
関
し
て
は
、
そ
の
聞
に
豪
も
本
質
的
に
髄
歯
す
る
所
の
認
め
ら
れ
な
い
「
ブ
グ
」
・
「
イ
グ
ス
ン
l

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
右
の
両
記
述
中
、
後
者
に
つ
い
て
、

フ
ィ
ン
パ
ア
グ
は
、
其
処
に
出
て
く
る
二
組
の
翠
隊
は
果
し
て
パ
グ
フ
ア
ス

ト
修
道
院
長
の
土
地
|
|
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
謂
う
此
の
荘
園
の
「
領
主
直
営
耕
地
」
|
|
以
外
の
何
ら
か
の
土
地

i
l即
ち
わ
れ
わ
れ
の

謂
う
「
農
民
保
有
耕
地
」
i
l
|
に
於
け
る
使
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
、
夫
れ
は
な
ん
ら
語
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
而

し
て
い
ま
斯
く
一
言
う
こ
と
に
依
っ
て
、
彼
は
、
暗
に
此
の
ニ
組
の
翠
隊
の
使
用
せ
ら
れ
る
場
面
は
領
主
直
営
耕
地
を
措
い
て
他
な
し
と
す

(
白
山
)

る
認
識
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
フ
ィ
ン
パ
ァ
グ
流
の
認
識
に
は
、
一
般
に
奴
隷
は
本
来
原
則
と
し
て
直
営
〔
耕
〕
地
の
イ

(
町
)

ク
ィ
プ
メ
ン
ト
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
云
う
こ
と
が
そ
の
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
此
の
前
提
は

グ
ー
ッ

い
ま
「
領
主

そ
の
場
合
の
奴
隷
が
「
被
給
養
奴
隷
」
で
あ
る
場
合
に
の
み
妥
当
な
る
認
識
で
あ
る
、

と
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
、



ハ
Y
-
P
ず
晶
ア
カ
ア

手
工
業
者
」
た
る
一
人
の
鍛
冶
と
と
も
に
パ
グ
ア
ア
ス
ト
修
道
院
長
の
所
有
に
係
わ
る
十
人
の
奴
蒜
は
、
二
組
の
翠
隊
と
い
う
ま
さ
し
く

生
産
条
件
を
占
有
し
て
お
り
(
従
っ
て
直
接
的
生
産
者
と
し
て
の
彼
等
自
身
が
最
早
即
自
的
に
生
産
条
件
た
り
得
な
い
こ
と
は
自
明
の
理

で
あ
る
〉
、

そ
れ
ら
の
翠
隊
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
彼
等
の
主
人
の
直
営
耕
地
に
属
し
て
い
る
も
の
と
は
言
い
得
な
い
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
を
占
有
す
る
所
の
彼
等
自
身
も
亦
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
「
主
人
の
食
卓
か
ら
食
餌
を
給
せ
ら
れ
る
」
所
の
「
被
給
養
奴
隷
」

で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
彼
等
自
身
の
和
平
隊
を
現
に
働
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
彼
等
に
と
っ
て
の
|
|
或
る
意

味
で
彼
等
白

F

身
の
も
の
で
あ
る
所
の

i
l耕
地
、
夫
れ
を
耕
作
す
る
こ
と
に
依
っ
て
彼
等
自
身
並
び
に
彼
等
の
家
族
を
扶
養
す
る
所
の
耕

地
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
農
民
保
有
耕
地
」
で
あ
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
十
人
の
バ
ク
ブ
ア
ス
ト
の
奴
隷
た
ち
は
「
ま

こ
と
に
法
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
経
済
上
の
慣
例
の
問
題
と
し
て
」
官
三
宮
含
注
目
的
問

B
田
口
。
吋
丘
町
F
V
E
g
m
g
m
H
2
2

(
叩
岬
)

。同

0
8
5
5目
。
己
的
自
問
。
)
、
♂
ミ
ミ
.
で
あ
る
と
同
時
に
さ
ミ
き
へ
で
あ
る
と
看
敵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ク

エ

リ

プ

同
様
の
事
情
は
、
デ
ヴ
ン
州
の
州
事
行
ボ
ウ
ル
ド
ウ
ィ
ン

~
凶
門
H

ミ
S
S
R
-
同て礼町内町むき同』

の
土
地
の
一
部
に
就
い
て
も
之
を
瞭
ら
か
に
看

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、

「
ブ
ク
」
に
は
、

「
ロ
ル
フ

N
N
b
R

ボ
ウ
ル
ド
ウ
ィ
ン
よ
り
許
さ
れ
て
ボ
ァ
ズ
リ
ぬ
む
た
た
を
領
有
す
。
量
一
日
て
〕
ブ
リ
ク
ト
リ
ク
切
可
町
内
マ
礼
町
な
る
者
そ

ゲ

ル

ド

を
エ
ド
ワ
ァ
ド
玉
時
代
に
領
有
し
た
り
き
、
而
し
て
そ
は
一
ヴ
ァ
ア
ギ
ト
の
土
地
に
相
当
す
る
地
租
を
納
め
た
り
き
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕

耕
地
は
人
組
の
傘
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。

〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
領
主
直
営
耕
地
に
は
一
組
半
の
翠
隊
あ
り
、
而
し
て

〔
農
民
保
有
耕
地
に
は
〕

一
組
の
空
隊
と
共
に
七
人
の
奴
隷
存
す
。
其
処
に
は
六

Q
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
牧
草
地
あ
り
、
又

六

O
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
放
牧
地
あ
り
、
又
二
エ
イ
カ
の
〔
共
同
地
と
し
て
の
〕
雑
木
林
乱
含
む
き
さ
芯
あ
り
。
嘗
て
の

〔
時
代
、

そ
は
〕
参
拾
志
〔
に
価
ひ
し
た
り
き
〕
。
今
や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
〉
そ
は
四
拾
士
山
に
価
ひ
す
。
(
(
月
。
ロ
窓
口
2
母

国

間

E
E
D
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的
支
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よ
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U

向
山
田
O
口
。
。
切
の
円
心
ロ
ロ
ロ
色
。
切
即
日
仏
己
山
口
広
田
吋
巾
口
巾
七
円
門
口
出
】
巾
ヴ
m
H

門

M
M
M門
的
。
出
品
。
由
・
)
)
」

此
の
後
者
の
記
述
に
関
し
て
、

フ
ィ
ン
パ
ァ
グ
は
、
ま
た
日
う
。
!
|
此
の
記
述
に
出
て
く
る
ボ
ァ
ズ
リ
の
荘
園
は
、
奴
隷
が
土
地
と

勅
午
隊
と
を
所
有
す
る
者
と
し
て
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
る
デ
ヴ
ン
州
の
荘
園
の
唯
一
の
例
で
あ
る
が
、
此
の
場
合
の
如
き
は
余
り
に
も
例
外

的
で
其
の
記
録
の
措
辞
上
そ
こ
に
何
ら
か
の
錯
誤
あ
る
や
を
想
わ
し
め
、
而
も
い
ま
記
録
さ
れ
た
住
民
が
悉
く
相
時
三
札
の
み
よ
り
構
成
さ

(
創
)

SNhsg
が
記
録
か
ら
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
疑
わ
な
い
訣
に
は
い
か
な
い
、
と
。

れ
て
い
る
の
は
、

一
人
乃
至
二
人
の

然
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
、

此
の
ボ
ァ
ズ
リ
の
奴
隷
ま
た
、

さ
き
の
パ
グ
フ
ァ
ス
ト
の
奴
隷
同
様
、
「
被
給
養
奴
隷
」
に
非
ざ

る
と
こ
ろ
の
「
保
有
奴
隷
」
で
あ
り
、

「
ィ
ク
ス
ン
i

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
記
述
に
於
て
は
|
|
ι
夫
れ
に
は
十
分
理
由
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
が
|
|
タ
ア
ミ
ノ
ロ
デ
イ
の
う
え
で
奴
隷
と
ヴ
ィ
レ
ン
と
ほ
羽
出
向
さ
れ
て
い
る
、

と
観
る
立
場
に
立
つ
と
さ
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
上
の

一
切
の
ア
ポ
リ
ア
ー
ト
き
も
針
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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目
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探
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
に
再
び
南
東
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
引
返
し
此
の
た
び
は
同
様
の
事
例
を
サ
リ
州
の
東
隣
な
る
ケ
ン
ト
問
。
己
州

に
就
い
て
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
O
八
六
年
当
時
ケ
ン
ト
州
に
於
て
直
接
受
封
者
の
一
人
と
し
て
広
大
な
る
封
土
を
有
せ
る
バ
ユ
ウ
宮
司
巾
ロ
凶
司
教
オ
ド
オ

O
含

の

土
地
に
関
す
る
「
ブ
ク
」
の
記
述
部
分
l
「
バ
ユ
ウ
司
教
の
土
地
」

(
四
郎
)

(Ea
恐
喝
-
き
ぬ
可
宮
崎
現
在
の
ス
グ
レ
イ
区
符
宮
司

U
F
O
)

(、
HJ2B
何一立回

g日比切回目。門司
H
M

色
白
)
に
は
、
そ
の
ウ
ィ
ワ
ル
レ
ト
区

の
箇
所
の
プ
ェ
ヴ
ァ
シ
ャ
ム

匂
h
H
q
Z
M
E
S
N
郡
の
項
下
に
、

次
の
如
き

一
節
が
見
出
さ
れ
る
。

を
領
有
す

而
し司
て教
そよ
はり
[¥ ゴ半

地;当

官年
課オ
占ォ

「
ア
ダ
ム
、

(
m
w
v
 

oミ
ハ
O
向
。
)
に
お
け
る
一
ヨ
ウ
ク
K
N
F

望
遠

(
H
四
分
一
ス
ル
ン
グ
室
町
ど

3
5
門
の
土
地
〕

一
ヨ
ウ
グ
と
し
て
評
価
せ
ら
る
。
〔
「
征
服
」
時
に
〕
耕
地
は
一
組
の
撃
隊
〔
に
よ
る
耕
作
〕

に
適
せ
り
。
此
の
〔
土
地
〕
を
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
今
日
フ
ァ
ア
ム
と
し
て
保
有
し
、
弐
拾
志
(
官
官
時
)
を
支
払
ふ
、
而
し
て
夫
れ
(
此
の

土
地
)
は
〔
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
時
代
も
其
後
も
〕
常
に
等
し
き
価
値
を
有
し
き
。

其
処
に
は
一
つ
の
教
会
あ
り
。

〔省国て〕

レ
ウ
ォ
ル
ド

hss尽
な
る
者
エ
ド
ワ
ァ
ド
主
よ
り
許
さ
れ
て
此
の
土
地
を
領
有
し
た
り
き
。
(
(
〉
含
旨
窓
口

R
P
3
2
8匂
0
5戸
自
玄
関
口
同
ロ
古

。円
0・
a
u
g
二
口
∞
O
虫
色
白
同
g
a広・

4
2
3
2片
山
円
。
門
ZQm・
出
告
白
芯
ロ
op円山口

E
-
U巴

Bcao
包

骨
S
同

H
P
2
2
2
z
E

(
副
別
一
v

的。ロ〈目。回・

2
S
E
Cロ
a
m
B
2
5句作円

S
E
F
E円釦由。円-冊目
5
0
2・
Fmu
ロ
H
H
O
E
S
P
E門
仏
白
河
叩
問
。
肘

E
d
g
E
C〕・))」

凶
同

見
、
り
る
る
ご
と
く
、
此
の
ア
ダ
ム
と
調
え
る
オ
ド
オ
の
サ
ブ
テ
ナ
ン
ト
の
隷
属
農
員
た
る
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
ま
た
、
全
体
と
し
て

右
の
オ
オ
の
一
ヨ
ウ
グ
の
土
地
を
彼
等
の
直
接
の
領
主
(
円
る
た
お
凡
な
含
き

.sh)
た
る
ア
ダ
ム
よ
り
フ
ァ
ア
ム
ー
ア
ウ
ト
せ
ら
れ
、

い
ま

其
の
反
対
給
付
と
し
て
一
ポ
ン
ド
の
フ
ァ
ア
ム
を
支
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。サ

プ
イ

γ
フ
ユ
ウ
J

デ
エ
イ
ト

然
る
に
、
右
の
一
ヨ
オ
グ
の
土
地
は
、
元
来
ア
ダ
ム
が
オ
ド
オ
か
ら
当
時
再
下
封
せ
ら
れ
て
い
た
才
オ
の
土
地
の
総
て
で
は
決
し

領
主
的
支
配
と
且
庶
民
共
同
体

四
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四

て
な
か
っ
た
。
同
じ
「
プ
ク
」
の
「
バ
ユ
ウ
の
司
教
の
土
地
」
の
ウ
ィ
ワ
ル
レ
ト
区
の
記
述
箇
所
の
い
ま
一
つ
別
の
フ
ェ
ヴ
ァ
シ
ャ
ム
郡

の
項
下
に
は
、
次
の
ご
と
き
一
節
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ゲ

ル

ド

「
ア
ダ
ム
、
司
教
よ
り
許
さ
れ
て
オ
オ

O
R
を
領
有
す
、
そ
は
〔
地
租
賦
課
上
以
二
ス
ル
ン
グ

g
h
a史的

(
H
ニ
ハ
イ
ド
)
と
し
て
評

価
せ
ら
る
。
〔
「
征
服
」
時
に
以
耕
地
は
四
組
の
竿
隊
門
に
よ
る
耕
作
〕
に
適
せ
り
。

〔
現
在
「
調
査
」
時
に
於
て
〕
領
主
直
営
耕
地
に
は

一
組
〔
の
翠
隊
〕
あ
り
、
而
し
て
〔
農
民
保
有
耕
地
に
於
て
は
〕
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
、
十
人
の
ボ
オ
ダ
ア
と
共
に
二
組
の
翠
隊
を
有
す
。
其

処
に
は
半
ば
〔
が
其
処
に
属
す
る
〕
教
会
あ
り
、
又
弐
拾
弐
士
山
の
〔
宮
E
E
b
収
益
を
挙
ぐ
る
〕

一
つ
の
〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
粉
藤
場

あ
り
、
又
使
用
料
を
課
せ
ら
れ
ざ
る

(
l共
同
地
と
し
て
の
)
二
つ
の
漁
場
あ
り
、
又
弐
拾
八
片
の
守
白

5
5
b
収
益
を
挙
ぐ
る
〕

L
ほ
が
ま

の
門
直
営
地
と
し
て
の
〕
塩
竃
あ
り
。

て〉

門
な
ほ
、
其
処
に
は
〕

円
放
牧
料
〕
六
匹
の
豚
〔
に
相
当
す
る
数
の
豚
ど
も
を
放
ち
飼
ふ
に
ふ
さ

は
し
き
〕

〔
直
営
地
と
し
て
の
〕
森
林
〔
あ
り
汁

エ
ド
ワ
ァ
ド
玉
時
代
そ
は
宜
ハ
の
土
地
所
得
上
〕
四
時
に
価
ひ
せ
し
が
、

の
ち
(
「
征

服
」
時
〉
に
は
六
拾
志
(
参
跨
〉
。
ム
7

や
(
「
調
査
」
時
に
於
て
)
百
志
(
五
時
)

〔
に
佃
ひ
す
〕
。

〔
嘗
て
〕
ト
ゥ
ル
ギ
ス

吋
忠
司
、
内
な
な

る
者
そ
を
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
よ
り
許
さ
れ
て
保
有
し
た
り
き
。
(
(
〉
a
p
S
窓
口
2
a
o
品目白

g句
。
。
円
0・
日
)
円
。
ピ
目
。
ロ
ロ
ロ
的
出
叩

aohmUHM門出円・

寸
2
B
0
2
E円
B
E
n
-目
・
宮
山
O
B
E目。

o
a
ロロ
P
2
M
E
-
-
m巳

2
5
M
g
E
R広
F
同
ぴ

g
t
-
3
2
n
F
H
E
2
S
E
E
N
O
R
-由回目白

。
円
ロ
ロ
ロ
回
目
。
ロ
ロ
己
的

Q
O
M口
広
由
。
ロ
(
目
。
印
・

2
F日
目
)
山
由
自
己
目
印
回
目
口
四
円
。
出
回
5
。
昨
日
同
色
町
HMPAOM円U
2
E
色町ロ
ω丘町・

ωロロ
ω

J

1

一FMMO円(リ目的・

叶

OHHH旬
。
円
。
問
。
∞
山
田
開
門
同
毛
田
円
内
出
口
丘
四
}Um込
山
口
山
口
げ
円
山
田
・

(

日

)

H
W
(

い門同副司山門広
O

〕・))」

。
門
℃
。
田
F
-
M内的。ロ(回。田・

冨。仏
0

・
の的。ロ円四
O

目・

寸
ロ
吋
町
四
日
田
窓
口
口
宗
門
同
OMNm問。

わ
れ
わ
れ
は
、
抑
々
此
の
フ
ェ
ヴ
ァ
シ
ャ
ム
郡
の

オ
オ
な
る
ヴ
ィ
ル
は
「
調
査
」
当
時
、
封
建
的
所
領
と
し
て
は
、
領
主
を
同
じ
う
す
る
二
箇
の
事
実
上
の
マ
ナ
に
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と

す
な
わ
ち
、

い
ま
改
め
て
前
者
の
一
節
を
後
者
の
一
節
と
つ
き
合
せ
て
読
む
と
き
、



み
ど
知
る
の
で
あ
る
。
市
も
、
斯
か
る
所
領
構
造
の
関
係
が
「
征
服
」
以
前
よ
り
の
あ
め
恥
関
係
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
そ
の
一
ヨ
ウ
ク
の

所
領
部
分
は
「
征
服
」
以
前
レ
ウ
ォ
ル
ド
こ
れ
を
領
有
し
、
そ
の
二
ス
ル
ン
グ
の
所
領
部
分
は
「
征
服
L

以
前
ト
ゥ
ル
ギ
ス
こ
れ
を
領
有

し
た
る
一
事
の
み
を
以
て
し
で
も
、
思
い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

教
会
存
し
、
後
者
の
よ
り
大
い
な
る
所
領
部
分
に
は
却
っ
て
三
分
の
一
教
会
が
存
す
る
、
理
解
に
苦
し
む
。
是
れ
は
、
或

い
は
、
前
者
も
ま
た
二
分
の
一
教
会
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
教
区
と
し
て
は
一
つ
の
ヴ
ィ
ル
に
一
致
す
る
当
オ
オ
村
の
教
会
は
現
実
に
は
唯

一
つ
存
す
る
に
過
ぎ
ず
、
唯
領
主
の
教
会
収
入
上
形
式
的
に
両
所
領
に
ま
さ
に
二
分
の
一
ず
つ
所
属
す
る
と
云
う
関
係
に
在
っ
た
の
で
は

(
白
山
)

あ
る
ま
い
か
。
)
執
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
の
比
の
場
合
に
於
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

(
但
、
前
者
の
よ
り
小
さ
き
所
領
部
分
に
は
一
つ
の

と
云
う
の
は
、

比
の
オ
オ
な
る
ヴ
ィ
ル
が
、

わ
れ
わ
れ
が
嚢
に

見
た
ミ
ド
ゥ
ル
セ
ク
ス
州
の
宗
教
的
所
領
、
か
の
ロ
ン
ド
ン
司
教
座
聖
ポ
オ
ル
大
霊
堂
の
直
領
地
中
の
ホ
ク
ス
タ
ン
村
・
イ
ズ
リ
ン
タ
ン

村
両
様
、
封
建
的
所
領
と
し
て
は
二
つ
に
分
割
せ
ら
れ
て
い
ろ
こ
と
、
剰
え
な
お
、
イ
ズ
リ
ン
タ
ン
村
の
場
合
同
様
、
比
の
村
に
お
け
る

ヴ
ィ
レ
ン
階
層
の
一
部
(
十
三
人
中
の
三
人
)
の
み
が
い
ま
全
体
と
し
て
領
主
よ
り
其
の
所
領
を
フ
ァ
ア
ム
し
つ
つ
あ
る
、

フ
ァ
ア
マ
の
北
ハ

同
体
を
形
成
し
て
お
り
、
夫
れ
は
ヴ
ィ
ル
共
同
体
と
は
自
ら
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。
市
し
て
、
斯
か
る

ヴ
ィ
ル
共
同
体
と
は
区
別
せ
ら
れ
る
フ
ァ
ア
マ
共
同
体
こ
そ
い
ま
事
実
上
の
マ
ナ
共
同
体
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
此
の
オ
オ
村
の

ブ
ァ
ア
ム
ー
ア
ウ
ト
さ
れ
た
封
建
的
所
領
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
依
っ
て
最
後
に
確
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
臼
)
ケ
ン
ト
に
独
自
な
行
政
的
単
位
た
る

E
S日
(
守
何
時
)
は
、
元
来
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
1

サ
ク
ソ
ン
の
七
王
国
時
代
(
第
八
世
紀
)
こ
の
か
た
一
つ

の
王
国
よ
り
も
小
さ
き
地
域
的
単
位
を
表
わ
す
、
羅
旬
で
ミ
虫
色
あ
る
い
は
』
マ
ミ
ミ
w
R
R
と
称
ば
れ
た
も
の
の
本
来
的
な
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
表
現

と
し
て
、
恰
も
ウ
ェ
シ
ク
ス
そ
の
他
西
部
・
北
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

R
Y
サ
シ
ク
ス

ωロ
田
目
印
凶
の

E
Y
に
当
る
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
シ
ク

ス
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
政
治
的
統
一
以
後
は
、
サ
シ
ク
ス
の
言
、
町
と
同
様
、
シ
ャ
イ
ア
と
ハ
ン
ド
レ
ド
と
の
中
間
項
を
表
わ
し
た
。

「
プ
ク
」
に
お
い
て
は
、
い
ま
ケ
ン
ト
州
全
体
で
其
処
に
六
つ
の
]
回
答
叩
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
委
細
は
、

g
B
H
C
P
。、・

2
F
・
s
-
M
B
戸川

領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

四
五



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

四
ノ、

し「

-HW・
〉
・

Ho---RP
守
宮
内
主
的
内
凡
な
色
白
昌
品
目
同
弘
同
町
ロ
ミ
ミ
ミ
周
忌
句
色
白
N
N同
月
町
内
白
昌
弘
(
円
、
。
三
2
・

H
8
3・
HU・
HO
一
ミ
S
F
N
V
ミ
H
v
g
h出白目

宮
内
向
喜
子
宗
国
営
同
時
的

(
O
H
同O
E
-
H
S
3
・
。
E
3
2
F
(円
〉
同
コ
宮
~
ぃ
ミ
言
等
参
照
。

(臼
)
h
R
N
g
h
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
形
成
』
一
三
五
頁
参
照
。

(
倒
)
ロ
・
回
J

F

同色
-
H
O
白・

(
伍
)
り
・
∞
-
-
F
同

D--HO
目・

(
侃
〉
此
の
時
代
の
村
の
教
会
と
荘
園
領
主
と
の
関
係
、
特
に
前
者
が
後
者
の
収
入
源
の
一
つ
を
構
成
せ
る
事
情
に
就
い
て
は
、
ス
テ
ン
タ
ン
の
初
期

の
傑
作
、
明
・

ζ
・
ω芯
己
o
p
引で刊百円九白書

HE向
。
富
由
記
旬
、
色
、
白
え

HF白
河
E
E
D
¥
弐司、
S
Q
5
0
8∞・

HLO口且
C
P
8
4山

田

O
P
H由凶日

UH川
昌
弘
三
白
血
-

H
u
g
-
Z
2司
M
1
R
3・
3
・
品
∞
。
同
・
参
照
。

百

嘗
て
今
次
大
戦
前
l
一
九
三
五
年
、

コ
ス
ミ
ン
ス
キ
イ
は
、

『
経
済
史
評
論
』
誌
上
に
掲
載
せ
ら
れ
た
周
知
の
論
文
に
於
て
、

「
ヴ
ィ

ノ
グ
ラ

l
ド
フ
と
彼
の
門
下
た
ち
は
、
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
の
古
き
自
由
を
後
世
(
|
中
世
)
の
マ
ナ
の
上
部
構
造
に
〔
照
応
す
る
其
の

下
部
構
造
と
し
て
〕
併
置
吉
弘
唱
。
凶
叩

す
る
所
の
彼
等
の
お
気
に
入
り
の
仕
方
を
展
開
す
る
過
程
で
、

マ
ナ
に
お
け
る
共
同
体
的
自
治

マ
ナ
裁
判
所
の
演
ぜ
る
役
割
を
史
料
の
許
容
す
る
限
度
を
超
え
て
誇
張
し
、

(

釘

)

を
ヴ
ィ
レ
ン
の
自
由
を
守
る
保
障
と
し
て
過
大
に
評
価
し
た
嫌
い
が
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
斯
く
い
ま
行
過
ぎ
を

の
要
素
を
不
必
要
な
ま
で
に
強
調
し
、

マ
ナ
の
慣
習
の
価
値

警
告
し
た
こ
と
に
依
っ
て
、

彼
れ
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
イ
の
真
意
が
抑
々

「
マ
ナ
に
お
け
る
共
同
体
的
自
治
の
要
素
」

(
S
o
o
-
o
g
g
g
え

8
5
5
c
s
-
自
民
，
肉

O
J
1
0
3
5
0
E
E
F
0
5
8
0円
与
を
全
面
的
に
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
在
っ
た
と
解
す
る
こ
と
の
当
ら
な
い
こ
と
は
、

言
を
侯
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

i
l
「
マ
ナ
の
慣
習
に
宮
き
ど
き
号
室
ミ
ス
O

と
と
も
に
マ
ナ
に
現
実
に
働
け
る
「
領
主
の
恋
意
L



守
口
町
ミ
H
H
Q
伺
札
口
ミ
ミ
)
、
此
の
両
者
の
客
観
的
な
緊
張
関
係
は
、

コ
ス
ミ
ン
ス
キ
イ
の
正
当
に
も
指
摘
せ
る
如
く
、
前
者
は
ま
さ
し
く
後
者

の
「
直
接
的
な
影
響
の
下
に
発
展
し
た
L

に
相
違
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
後
者
「
領
主
の
恋
意
」
が
前
者
「
マ
ナ
の

慣

習

」

の

発

生

の

原

因

で

あ

っ

た

の

で

は

決

し

て

な

く

、

マ

ナ

領

主

権

発

生

以

前

か

ら

存

在

す

る

と
こ
ろ
の
村
落
共
同
体
の
古
来
の
慣
習
法
は
、

「
マ
ナ
の
慣
習
」
の
根
抵
に
横
わ
る
、

「
領
主
の
恋
意
」
を
基
軸
と
し
て
い
ま
多
か
れ
少
か
れ
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
せ
ら
れ
、
再
編
成

せ
ら
れ
て
い
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
、
牢
記
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
既
に
、
ミ
ド
ゥ
ル
セ
グ
ス
州
の
ウ
ィ
ル
ズ
デ
ン
の
荘
園
に
つ
い
て
、
は
た
ま
た
ハ
ン
プ
シ
ア
州
の
ア
ル
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
ク

の
荘
園
あ
る
い
は
同
じ
く
ミ
ル
ブ
ル
ク
の
荘
園
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
、
領
主
直
営
耕
地
あ
る
い
は
領
主
直
営
耕
地
の
み
か
荘
園
庁
す
ら
も

欠
如
せ
る
と
こ
ろ
の
マ
ナ
の
現
実
を
事
実
と
し
て
認
識
す
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
場
合
、
い
ま
そ
れ
ら
の
マ
ナ
が
ヴ
ィ
レ
ン

た
ち
に
よ
っ
て
フ
ァ
ア
ム
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
夫
れ
は
、
領
主
権
の
な
ん
ら
宜
接
の
介
入
な
し
に
、
当
該
マ
ナ
の
フ
ァ
ア
マ
た
る

ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
全
体
と
し
て
、
領
主
に
対
し
、
白
主
的
リ
自
律
的
に
|

|

1
彼
等
自
身
の
自
己
規
制
に
於
て
、
彼
等
自
身
か
ら
彼
等
自
身

の
フ
ァ
ア
ム
を
l

1
領
主
の
恐
意
に
依
り
不
断
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
き
慣
習
的
に
固
定
せ
る
フ
ァ
ア
ム
を
取
立
て
る
連
帯
的
義
務
を
果

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
こ
そ
「
共
同
体
的
自
治
」
以
外
の
何
物
で
も

な
い
の
で
あ
る
。

従
来
封
建
的
領
主
u
農
民
関
係
が
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
に
就
い
て
問
題
と
せ
ら
れ
た
と
き
、

、
、
、

き
ま
っ
て
マ
ナ
と
ヴ
ィ
ル
と
の
関
係

が
そ
の
主
要
な
側
面
の
一
つ
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
研
究
史
上
す
で
に
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
。
夫
れ
は
正
し
く
は
、

(
若
し
く
は
之
に
準
ず
る
封
建
的
所
領
)
と
ヴ
ィ
ル
共
同
体
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
把
握
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
其
の
際
、

て7

ナ

ヴ
ィ
レ
ン
階
層
に
依
る
所
の
マ
ナ
(
若
し
く
は
之
に
準
ず
る
封
建
的
所
領
)
の
フ
ァ
ア
ム
な
る
事
象
の
分
析
を
通
じ
て
見
る
限
り
に
お
い

領
主
的
支
配
と
且
庶
民
共
同
体

四
七



領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体

四
j¥_ 

て
、
ヴ
ィ
ル
共
同
体
と
は
い
ま
や
ま
た
自
ら
区
別
せ
ら
れ
る
、
全
体
と
し
て
の
ヴ
ィ
レ
ン
に
依
る
フ
ァ
ア
ミ
ン
グ
な
る
・
自
発
的
協
同
的

組
織
活
動
の
主
体
と
し
て
夫
れ
自
身
一
個
の
自
治
的
共
同
体
自
民
・
間
0
4
2
D区
間

8
5
H
H
E
E
t
g
た
る
こ
と
を
証
拠
立
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